
－1－ 

議会運営委員会 

 

令和６年１月１５日（月曜日）午前１０時００分開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 中 里 康 寛 副 委 員 長 鈴 木 伸 彦 

委 員 森 本 彰 伸 委 員 益 子 丈 弘 

委 員 星   宏 子 委 員 平 山   武 

委 員 相 馬   剛 委 員 中 村 芳 隆 

 

欠席委員（なし） 

 

オブザーバー（２名） 

議 長 山 形 紀 弘 副 議 長 眞 壁 俊 郎 

 

説明のための出席者（なし） 

 

出席議会事務局職員 

事 務 局 長 髙 久   修 議 事 課 長 相 馬 和 男 

議事課長補佐 
兼庶務係長 

小 髙 久 美 議事調査係長 長 岡 栄 治 

主 査 
（係長級） 

室 井 理 恵   

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．挨 拶 

  ３．協議事項 

   ⑴令和５年度事務事業評価について 

   ⑵令和６年度取組実行計画について 

   ⑶その他 

  ４．その他 

    次回開催 ２月１６日（金）午前１０時～ ３０３会議室 

  ５．閉 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○中里委員長 じゃ、おそろいですので、まず最初

に、当委員会の傍聴の希望がございました。議会

基本条例第７条によりまして、議会の会議は公開

を原則としております。また、委員会条例第17条

及び先例に基づきまして、これを認めたいと思い

ます。 

  それでは、改めまして、おはようございます。 

  令和６年１月最初の議会運営ということで、本

年もよろしくお願いいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎挨拶 

○中里委員長 まず最初に、能登半島地震におきま

して、まずもって、貴い命をなくされた方に対し

まして、お悔やみを申し上げるとともに、被災さ

れた方々、それから被災地に対しまして、１日も

早い復興をお祈りするところでございます。 

  本日の協議事項でございますけれども、２つほ

どございます。令和５年度の事務事業評価と、そ

れから令和６年度の取組実行計画ということで、

こちらも重要でございますが、なるべく効率的に

進めていきたいというふうに考えておりますので、

皆さんの御協力のほどよろしくお願い申しまして、

議運長の挨拶とさせていただきます。よろしくお

願いいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○中里委員長 それでは、早速、協議事項のほうに

入りたいと思います。 

  ⑴の令和５年度事務事業評価について。 

  まず最初に、事務局から説明をお願いいたしま

す。 

  係長。 

○長岡議事調査係長 それでは、本年初めてという

ことで、明けましておめでとうございます。本年

もどうぞよろしくお願いいたします。 

  すみません、それでは、着座にて説明をさせて

いただきたいと思います。 

  まず、年末のお忙しい中に報告をいただきまし

て、大変ありがとうございました。 

  本日は、議運として全体の評価を決めていただ

くというような会議となります。 

  それに当たりまして、ちょっと前提、もう皆さ

ん知っていらっしゃるとは思うんですけれども、

資料も改めてちょっと配信させていただきました。 

  本日、段階評価ということで、評価のほう、達

成をしたものについてはＡ、そして７割以上はＢ、

そして５割以上はＣ、３割以下についてはＤ、未

着手Ｅということで、このプラス、この下のほう

に緑色で記載ありますけれども、件数の過多や工

夫、改善の状況により加算するもの、おおむねこ

のような評価を基にしまして、本日、共通の評価

をしていただくというようなこととなります。 

  それでは、この１点、資料のほうをお送りさせ

ていただきます。 

  こちらが皆様に御報告いただきました事務事業

評価の一覧となります。 

  まず、こちらでいいますと、取組ナンバー１、

市民アンケートの設問、活用方法の検討について

ということで、今年度につきましては未実施とい

うことで、各会派の皆さんの黄色の部分ですね、

評価の部分につきましても、未実施Ｅというよう

な評価をいただいているところです。 

  この後、赤の部分、そして緑の部分、検証と課
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題、問題点、改善点、この中から二、三点、議運

としての全体の評価というんでしょうかね、そう

いったものをおまとめいただきたいというふうに

考えています。 

  以降、このあとずっとこの取組ナンバー全部に

ついては、評価をしていただくというような形と

なります。どうぞよろしくお願いします。 

○中里委員長 年末年始のお忙しい中、本当に急ぎ

ながら事務事業評価の報告いただきまして、あり

がとうございました。 

  ナンバー１から12ですね、議会全体の評価を確

認していきたいというふうに思いますので、効率

のよいやり方でやっていきたいというふうに思い

ますので、御協力のほどお願いいたします。 

  では、まず最初に、取組ナンバー１、市民アン

ケートの設問、活用方法等の検討について、検討

ということで、実績値は未実施でございます。 

  まず、DOのところですね。全部、全会派取り組

んでいないということで評価いただきました。で、

段階評価についても、全て皆さんからＥというこ

とで評価いただきましたので、こういう形でDOの

ほうは決めさせていただきたいというふうに思い

ます。 

  続きまして、チェックのほうですね。こちらも、

事業効果の検証というところは、なしというとこ

ろで、課題・問題点についても、サステイナブル

21、公明クラブ、志絆の会、敬清会は、意見が大

体合っていて、シン・那須塩原さんだけがアンケ

ートに対して、市民の理解を得るための情報発信、

アンケートの目的を達成するための情報発信、ア

ンケート以外の手法の検討など、いずれも取り組

めていないということでございました。そういう

ところが課題・問題だというふうに受け止めてい

るというところで、どっちかというと、これは課

題・問題という。 

○森本委員 本年度の課題でしょう。 

○中里委員長 令和５年。 

○森本委員 ですよね。令和５年度ね。 

○中里委員長 取り組めていないことが課題だとい

うことだということで、取り組めていないことが

課題だということで、それにちょっと付け加える

形で修正させてもらいます。 

  続きまして、アクションのほうに移りまして、

改善点のほうですけれども、こちらはサステイナ

ブル21、志絆の会、敬清会は、アンケートの目的

を明確にし、市民の声を、活用方法を明らかにす

る、幅広く意見を把握するということで、大体同

じような評価に確かになっております。シン・那

須塩原さんが市政に関すること、議会に関するこ

との情報発信進める、アンケートの目的を見直し、

明確にすることも含めて検討する、これが書いて

おります。政策立案力の向上を図る、アウトプッ

トを進める、幅広く市民の意見を把握する、この

辺は大体一緒ですね。公明クラブさんがアンケー

トの目的を明確にし、市民力の活用方法を明らか

にする、幅広く意見を把握するなどでしょうかね。

多様な方法手段を用いた情報提供として、時代に

合った情報発信を含め検討すること、ＳＮＳを活

用して情報発信をしていけばいいんじゃないかと

いうことで、じゃサステイナブル21と志絆の会と

敬清会の意見に対して、シン・那須塩原と公明ク

ラブさんの言っているいわゆる市政及び議会に関

するさらなる情報発信を検討するということを付

け加える形でよろしいですかね。どうでしょう。

駄目。 

○森本委員 駄目ということはないけれども。  

て何かあれがあったんでしたっけ、フォーマット

の。３会派がまるきり一言一句一緒なんですけれ

ども。 

○中里委員長 はい。 
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○森本委員 いいですか。３会派が一言一句一緒な

んですけれども、で、何かフォーマットがあった

んでしたっけ。そういうわけじゃない。 

○中里委員長 ない。 

○森本委員 うちらは何かその場で、話合いで出し

てきたから、言葉が違う部分があるのかなという

ふうには思うんですけれども。 

○中里委員長 でも内容は大体一緒ですよ。 

○森本委員 うん。そうですね。 

○中里委員長 市政及び議会に関するさらなる情報

発信を検討する、これに付け加える形でいいです

かね。 

○森本委員 いいんじゃないですか。 

○中里委員長 じゃ、改善点に関しては、そのよう

な形にさせていただきます。 

  今後の方向性というところで、アンケートでも

って協議を確認し、市民もこれをいかに活用する

か検討する。幅広く意見を把握する方法を検討す

る。これが大体公明クラブさんとも合っていて、

志絆の会さんも大体一緒。シン・那須塩原さんも

大体同じようなことを書いてあって、幅広く意見

をこの把握することを検討することというところ

の後に括弧書きとして、ＳＮＳ、グーグルフォー

ム、あるいは、予算をしっかり確保して、ランダ

ムに行うというか、いろんな手法を検討するとい

う形で、括弧書きでそういうふうに付け加える形

でよろしいですかね。 

  じゃ、そのような形にさせていただきます。 

  じゃ、ナンバー１に関しては以上になります。 

  次に、ナンバー２の１、会派代表質問、市政一

般質問の在り方の検討に移ります。 

  まず、DOの評価についてですけれども、サステ

イナブル21と志絆の会、それから敬清会は、実施

をしたということであります。シン・那須塩原さ

んが議論は限定的であり、より深い議論が必要、

こういう評価ですね。公明クラブさんが資料の提

供の検討は実施した、代表質問の調整ができてい

ないということであります。 

  とりあえず、ここは実施はしたという認識でよ

ろしいですかね。 

〔「実施はしましたね」「うん」

と言う人あり〕 

○中里委員長 実施はしたという形で統一させてい

ただきます。 

  段階評価のほうですね。Ａ、Ｄ、Ｂ、Ａ、Ａと

いうことで、Ａがちょっと多いんですけれども、

どうですか。 

○森本委員 じゃ、いいですか、うちが一番低いと

書いているから、一応、お伝えしたいんですけれ

ども。 

○中里委員長 はい。 

○森本委員 ディスプレーの使用方法というのは、

物すごく中心的な議論ではないというか、要は、

質問をどんなふうな質問の仕方をしたらいいんだ

ろうとか、そういう検討の中の本当に小さな一つ

でしかないということを考えると、代表質問とか

一般質問の在り方を検討したとは言えないのかな

というふうには思っています。要は、ディスプレ

ーの使い方。それは確かに、ディスプレーの使い

方というのは、代表質問とか一般質問とかで使い

方という部分があったんで、だからやったという

ふうには思いますけれども、それってメインじゃ

ないですよねというふうに思ったんで、Ｄという

ふうに書かせてもらいました。 

○中里委員長 分かりました。 

  まあ、でも実施はしたという形で、どうですか。

Ｄにすべきという。 

○森本委員 うちはＤだと思いましたけれども、そ

れでディスプレーのその使用の仕方というのは、

その一般質問、代表質問の検討する割合で何％を
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占めている部分なんだろうというふうに考えると

Ｄかなと思っただけの話で、皆さんが、いや、そ

れこそが代表質問、一般質問の中心的議論だとい

うんであれば、もっと高い評価になるでしょうし、

その差だと思います。 

○中里委員長 どうですか。Ｄに、Ａにはならない

ですか。 

○森本委員 Ａにしちゃっていいんですか。いや、

それはもう皆さんのお考えだと思うんですけれど

も、私は、これでＡにしちゃったらよくないんじ

ゃないかなというふうに思っただけです。やった

らＡじゃないですよね。やって、達成度ですよね、

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄってさっきの、一部達成して、５

割以上とか、一部、目的に着手した。そうすると、

着手しただけかなという気がしたんですけれども、

それぞれの考え方があるとは思うんですけれども、

おおむね達成しているという感じではないですよ

ね、多分。Ａ、Ｂはちょっとどうなのと思いまし

たけれども。だって、ディスプレーの使い方って、

５割行きますか。どうなんだろう。 

○中里委員長 実施をしたということで今認識が多

いので、一応。 

○森本委員 Ｄが厳し過ぎるといったとしたらとい

っても、かなり甘く見てＣかなという気がするん

ですけれども、どうですか。皆さんの考え方は伺

っているんですけれども。 

○星委員 うち、Ｂなんですけれども、確かに、デ

ィスプレーの使い方に関しては、実証は。 

○森本委員 した。 

○星委員 したというところで、Ｂにはしたんです

けれども、じゃ例えば、そのほかの要は会派代表

質問、前にも協議していた例えば重複質問だった

りとか、一般質問だって、テーマによっては、同

じような内容のものが重なった場合にどうなのか

という、そこの協議というところはできていない

のかなというところもあったので、ディスプレー

だけを見て、Ａと判断するのはどうなのかなとい

うところで、そのＢというふうにつけさせていた

だいたところです。 

  以上です。 

○森本委員 ただ、もう一ついいですか。 

○中里委員長 はい。 

○森本委員 すみません。これ皆さんが知っていな

い情報ではあるのかもしれないけれども、本当は

会派代表者会議でちょっとやっているんですよ。

だから、それを入れたらＢでもいいかなという気

はするんですけれども、それが本年度中に報告に

なるんで、この先を考えると、Ｂでもいいかなと

いう気はします。 

○中里委員長 じゃ、ＡではなくてＢ。 

○森本委員 Ｂぐらいかな。でも、どうでしょうね。

皆さんどう思うか。ただ、結局、この間、代表者

会議で話し合ったことが、どういうふうに周りに

浸透するかとか、そういう部分とかになってきち

ゃうと、会派代表者会議は多分ここだと２人とあ

と委員長、副委員長しかいないんで、ここで言っ

ていいことか、ちょっと鈴木さんしかいないんで、

ここで言っていいかどうかというと微妙なんです

けれども、そこを評価するんであれば、Ｂぐらい

でもいいかなという気はしますね。 

○中里委員長 じゃ、間を取って、Ｂにしますか。 

〔「じゃ、いいですか」と言う人あり〕 

○中里委員長 どうぞ。 

○鈴木副委員長 すみません、副委員長の立場じゃ

なくて、ただの委員として申しますけれども、森

本委員のおっしゃっているところは、実は、聞い

ていても、自分も迷ったんだけれども、この取組

実行の中に何をやるということはなかったんだけ

れども、今年はこれをやったという意味では、出

来高は取れ高はあった、そういう意味ではＡだと
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思うんですけれども、ただ星さんが言うように、

これ、手前、まとめみたいな話になっちゃうんで

すけれども、本当。なっている。これ第７条の読

んで市民は、議会は市民が傍聴しやすい環境の整

備に努めるものとするという中での幾つもある中

の一つだということね、この附帯の意見書。だか

ら、そういう意味では全部やっていなくて、次に

これからの目指す緑のところ、これからの部分、

そこにまだ課題が残っているので、Ａだったらも

う課題がほぼないような気がするんですけれども、

まだ課題が残っているんで、そういう考え方から

すると、Ｂでうちはいいかなというところです。 

○中里委員長 分かりました。 

  じゃ、すみません、サステイナブル21さんと敬

清会さん、Ｂ評価に、間を取って、丁度Ｂ評価に

するという形でよろしいですかね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○中里委員長 じゃ、ここに関しては、Ｂ評価にさ

せていただきたいと思います。 

  それでは、続きまして、チェックのほうに移り

ます。事業効果の検証。 

  サステイナブル21さんと公明クラブさんと敬清

会さん、志絆の会も同じような内容ですね。議員

全員で検討し、大型ディスプレーは使わないとい

う結論、でということであります。シン・那須塩

原クラブさんが利用は限定的であり、本質的な結

論には至っていない。じゃ、これ、２つ入れるよ

うな形でいいですかね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○中里委員長 では、課題・問題点のほうに移って

いきたいと思います。 

  サステイナブル21、公明クラブさん、志絆の会

さん、敬清会さんは同じ意見で、代表質問の内容

が重複してしまう課題があるということでござい

ます。質問時に資料提供する際、掲示方向が統一

されていない、この辺が課題点になるだろうとい

うことであります。シン・那須塩原さんが質問の

在り方について、もっと本質的な論議をする、質

問の調整は必要であると思います。資料提供でも

傍聴席の方や、ネット配信で映す前に下げてしま

ったりしているケース、本人の意思で行ってしま

うため、せっかくの資料提供が機能しているのか。

この辺は掲示方法が統一されていないという書き

方で…… 

○森本委員 ちょっと具体的に書いてあるだけです。 

○中里委員長 そうですよね。 

○森本委員 はい。 

○中里委員長 じゃ、ここに関しては、全会派さん、

ちょっと代表質問の内容が重複してしまう課題が

あるということで統一されていますほか、質問時

の資料提供の際に掲示方法が統一されていないと

いうことでここは統一されていますので、このよ

うな形でいいですかね。 

  続きまして、アクションの改善のほうに移りま

す。 

  改善点、サステイナブル21さんと公明クラブさ

んと敬清会さんは同じですね。代表質問の内容の

重複について検討が必要、資料掲示の統一したル

ールが必要だろうということで、シン・那須塩原

さんは、引き続き検討する。資料の提供における

ガイドライン等を設けることが望ましい。これは

統一したルールが必要だよということですね。 

○森本委員 そうですね。 

○中里委員長 志絆の会さんが代表質問の内容の重

複することが問題ではなくて、改善すべきは、質

問者が聞くだけでなく、答弁に対する意見、考え

をそれぞれの立場で述べているかである。そうし

ていれば、市民やモニターも理解するだろう。改

善。 

〔「いいですかね」」と言う人あり〕 
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○中里委員長 はい。お願いします。 

○鈴木副委員長 この中では私の意見は、代表質問

が３月などがほとんど同じ、質問の項目は同じ。

それについて、多分傍聴者が聞いていると、同じ

質問に対してＡ会派、Ｂ会派、Ｃ会派というよう

な順番にやっていくと、みな同じような質問にな

ってしまうのね、大体が。その点予算については。

そうすると、それについて、傍聴者がそういう意

見があるから、同じ質問て何なんだという意見が

あって、それを改善しようといって皆さんが思っ

ているんだよというのがこの考えだったと思うん

ですけれども、会派では、３月議会には市長が１

年間今年こうやりますよということに対して、そ

れが一番の課題なので、それについて各会派ごと

に考えるという、重なることは当たり前のように

なってもいいぐらいの考え方です。だから、その

重なる、同じ質問をすることを何か例えば４項目、

大きな項目があったら、Ａが一番最大会派で、次

が違うテーマの課題でとやることは、そういうこ

とを考えていない。同じ質問のもどんどんいい。

ただ、同じ質問なんだけれども、各会派の、これ

は個人じゃないですからね。この会派としての見

方が違えば、同じものの取組に関して、予算云々

にしても、考えが当然違うだろうと。だから、同

じ質問があってもいいんではないかと、そういう

に考えています。市民というのは、やっぱりそこ

は議員よりはプロではないので、よく調査研究し

ているものではないから。だから、何聞いても同

じように聞こえるかもしれないけれども、ちょっ

と市長側の、執行部側の答弁は同じではなくて、

聞く側の内容の違いを理解してほしいんですよね。

だから、そこがちゃんとできれば、うちの会派と

しては、同じことについて何ら問題はない。ただ、

その質問の仕方の研究をしたらいいんじゃないか

というのが、その書き方ですね。としての考え方

なので、そこはちょっと違うんじゃないかと思っ

て、そこら辺は、うちの会派としては言っておき

たい。 

○中里委員長 それも含めて、質問の重複について

検討という考え方の…… 

○鈴木副委員長 今後の方向性の取組でね。 

○中里委員長 そうですね。検討ということで理解

しました。 

  じゃ、とりあえず、代表質問の内容の重複につ

いて検討が必要という…… 

○鈴木副委員長 そのような。 

○中里委員長 認識でいいですかね。 

○鈴木副委員長 そうだね。 

○中里委員長 分かりました。 

  じゃ、そういうふうな形にさせていただきます。 

  あとはほとんど一緒ですので、代表質問の重複

について検討が必要、それから、資料の提示も統

一したルールが必要ということで統一させていた

だきますが、よろしいですか。 

〔「１ついいですか」と言う人あり〕 

○中里委員長 はい。 

  森本委員、どうぞ。 

○森本委員 このアウトプットの部分、議会の取組

の中のアウトプットの部分で、もうこれルールづ

くりをするというのは、ここで頭に大前提として

あるんですよね。それをここのアクションのとこ

ろにルールづくりと、またこれもある意味、重複

じゃないですけれども、こう入れる必要なくない

かなと思ったんですけれども。もうルールづくり

をしましょうという項目なわけですよ、これが。

それなのに、ルールづくりをするというのを取組

実行計画の中のアクションの部分に入れるという

のは、ちょっと何か違和感を感じます。 

○中里委員長 なんで、資料掲示の統一したルール

が必要ということで、改善点に。 
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○森本委員 代表質問時の質問調整や資料提供時の

ルールづくりをするというのがアウトプットとし

てこの取組のナンバー２の１としてあるわけです

よね、頭に。それがアクションというか、改善点

部分に入っているというのは、そのまま入るとい

うのはどうかなと思ったんですけれども。だって、

それ、そのための項目ですよね、これね。分かり

ますか。これ、一番上に入っているわけですよ、

それが。 

○中里委員長 改善点て、あくまでもこの課題・問

題として…… 

○森本委員 それがそのままでいいのかなというよ

うな感じ。 

○中里委員長 質問時の資料を提供する際に、掲示

方法が提示されていないということが課題・問題

となっているので、それは同時に改善すべきとこ

ろだと思うので、資料の提示に掲示の統一したル

ールが必要というふうには書いたんですけれども。 

○森本委員 いいですか。皆さん、いいですかとい

う話なんですけれども、その同じでこういいのか

なというのはちょっと思っただけで、気にしない、

それでいいよというだったらいいと思うんですけ

れども。 

○中里委員長 では、今後の方向性について。 

  サステイナブル21、代表質問の内容が重複する

ことについて、その解消に向けて、先例事例での

研究を行うと。もう１つが資料掲示のルールづく

りを行うというのが今後の方向性ということであ

ります。シン・那須塩原さんが引き続き検討する

と。会派代表者会議などで質問の構成について、

協議を行った後に議運で検討すること。具体的に

ですね。現在の代表質問は当初とその他の月にな

っているので、調整が図れるならば、その申合せ

の変更を協議すると。それも含め、ちょっと具体

的ですね。具体的に書いてあるということですね。

公明クラブさんが代表質問の内容が重複すること

について、その解消に向けて先例事例での研究を

行う、一緒ですね。資料の掲示ルールづくりを行

うと。新庁舎にモニターを設置、委員会室にも中

継システムを設置と、具体的な御意見。志絆の会

さんも一緒ですね。敬清会さんも一緒ということ

で。シン・那須塩原さんと公明クラブさん、具体

的に意見述べていらっしゃいますので、括弧書き

でそのこれを含めて検討するということで、括弧

書きで加筆してもらうような形でよろしいですか。 

○森本委員 いいです。 

○星委員 はい。 

○中里委員長 じゃ、そのような形でさせていただ

きます。 

  じゃ、続きまして、取組ナンバー２の２ですね。

会派代表質問、一般質問の在り方についてという

ことで、２の２のほうですね。 

  まず、DOのところでございます。 

  サステイナブル21、公明クラブさん、志絆の会

さん、敬清会さん、７割以上達成したという認識

でございます。シン・那須塩原さんが委員会代表

の質問の研究へ着手することができたということ

で、何割以上という。 

○森本委員 というのは、まず２つあるうちの１つ

がまだできていないわけですね、未実施。もう１

つのほうは、とりあえず視察に行くだけなんで、

まだ着手かなと思ったんで、そうすると、着手し

た段階なんで、これからかなという気がしたもん

ですから、そうすると、５割は行かないよねとい

うふうな判断で、一部着手ということで、Ｄとい

うふうにしたんですけれども。 

○中里委員長 こう達成が７割にしたというところ

の考え方でいうと、実施、実績値のところを見て

いただくと、共通理解を深めるというふうに書い

てあるんですけれども、一度、全議員さんにアン
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ケートを取って、取組、その優先事項として、い

わゆるこれはちょっと優先的ではなくていいんじ

ゃないかと、一度検討したことを全議員で検討し

たというふうには、そういう取り方もできるのか

なと。 

○森本委員 いいですか。 

○中里委員長 はい。 

○森本委員 あれはどういうふうな優先順位で着手

するのかを検討するためのアンケートですよね。 

○中里委員長 はい。 

○森本委員 ですよね。ということは、アンケート

取っただけは着手じゃないですよね。どういうふ

うな優先順位で、どんな重要度で着手しますとい

うためのアンケートだったわけで、じゃどう着手

しようかと決めたことが着手にはならない。着手

というのは、それをそれに基づいて何かをアクシ

ョンを行ったときに着手になると思うんですね。 

○中里委員長 はい。 

○森本委員 だから、アンケートを取っただと着手

にならないというに、私どもでは判断しました。 

○中里委員長 着手のその前の段階として、これは

今年度行わないで、共通理解を深めるようにしま

しょう全議員でなった。 

○森本委員 共通理解を深めるというのも、共通理

解を深めるような着手の仕方をしていきましょう

と決めたんですよね。だから、それも共通理解を

深めると決めたこと自体は、着手じゃないですよ

ね。共通理解を深めると決めたから、共通理解を

深めるために例えば研修を行ったとか、共通理解

を深めるために資料を配ったとか、それが着手で

あって、共通理解を深めると決めたこと自体は、

アンケートの結果だけであって、着手じゃないと

思います。 

○中里委員長 じゃ、何割ぐらいの達成。 

○森本委員 いやだから、私どもはさっき言ったと

おり、２つ項目のあるうちの半分、１つなんで、

50％じゃないですか。で、委員会の代表質問はし

っかり出てきて、完全に達成、100％達成できた

ら５割だと思うんですね。ただ、委員会代表質問

は今回、行政視察に行って、これから着手します

と、これからいろいろ勉強しますという段階なん

で、５割には、100％ではないんです、委員会代

表質問。で、そう思ったんで、３割ではちょっと

厳しいかなと思ったんで、Ｄというふうに書きま

した。 

○中里委員長 ほかの会派さんはみんなＢという形

なんですけれども。 

○森本委員 いや、でもそれはうちらの判断なんで、

全体でどうかはまた別なんで、うちらの考え方と

してはそういうふうに判断しましたということで

す。アンケート取ったのとか共通理解を深めたと

いうのは着手ではないというのは、これはもう論

理的にそうですよねというだけの話で。 

○中里委員長 Ｂにはなりませんか。 

○森本委員 Ｂにしてほしいということですか。 

○中里委員長 はい。 

○森本委員 結果的に皆さんがＢだというんで、Ｂ

になるのはしようがない。 

○中里委員長 ほとんどの会派さんがＢなんで。 

○森本委員 ただ、Ｂというと、何割でしたっけ。

Ｂが７割でしたっけ。 

○中里委員長 うん。なりませんか。 

○森本委員 ７割したったって、１個は、片方は着

手していないのに、７割でいいんですかという話

ですよ。 

○鈴木副委員長 森本委員が言うのは、実はよく分

かる意見ね。そうだよなというのはあるんだけれ

ども、今度、視察行くんだよね。 

○森本委員 はい。 

○鈴木副委員長 で、これは今年度のだから、ちょ
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っとフライングで、そこも含めて一応視察して、

そこまでやるぐらいのところまで含めて、まあＢ

でいいかなと。そこらまでは一応検討もしている

から、ある意味、やっているわけなんで、ちょっ

と甘いかもしれないんだけれども、まあＢでいい

んじゃないですか。そんな感じなんですけれども、

あまりこだわっていない。 

○中里委員長 じゃ、駄目なら、間を取ってＣにし

ますか。 

○森本委員 いや、委員会代表質問はね…… 

○中里委員長 どうですか、Ｃ…… 

○森本委員 皆さんがよろしければ。 

○中里委員長 どうですか。 

○森本委員 いいですよ、それはどちらでも。Ｂじ

ゃ駄目だと言っているわけじゃないですよ。ただ、

その理由がそういう部分で、単純に計算するとそ

うなっちゃうよねというだけの話なんで。 

○中里委員長 じゃ、Ｂでは駄目ですか。 

○森本委員 駄目とかじゃなく、皆さんがＢだった

らＢでしょう、それは。でも、その順番で計算す

ると、Ｂぐらいで。 

○中里委員長 じゃ、間を取って、Ｃにしますか。

どっちがいいですか。ＢとＣ、どっちがいいです

か。 

○森本委員 うちは多分ちょっとＢは甘過ぎるかな

という気が。 

○中里委員長 合わせますから。 

○森本委員 私の意見でいいんですか。 

○中里委員長 合わせますよ。 

○森本委員 皆さん、まだそれに対して発言があま

りないと思うんですけれども、どうなんですか。

皆さん、その計算の仕方ってどう考えますか。 

○平山委員 ５年度の評価ということで、今度、年

度中に行くわけでしょう。 

○森本委員 うん。 

○平山委員 そうしたら、その辺も含めた評価をし

ないと。で、あと１回どうするの、それやったと

きにはちょっと余るでしょう。 

○森本委員 余ると思います。 

○平山委員 うん、で、それを想定して、５年度中

の評価だとすればさ、それ入れたらそのぐらいに

ならないかと私は思うんだけれども。 

○森本委員 Ｂでいいということですか。 

○平山委員 やっていないからということになると、

今の時点のやつならば、５年度なのか、そのよう

になっていますね。 

○森本委員 何かその委員会…… 

○鈴木副委員長 ５年度というと、抜けちゃうよ。 

○森本委員 委員会代表質問は…… 

○平山委員 ちゃんとすれば、それは厳しくしても

いいけれどもさ、やる気なくなっちゃうでしょう。 

○森本委員 そうですか。 

○平山委員 うん。 

○森本委員 じゃ、Ｂぐらいにしておきますか。 

○平山委員 Ｂぐらいにって。 

○中里委員長 じゃ、Ｂでいいですか。 

○森本委員 いや、別に構わない、そこは。 

○平山委員 Ｃでもいいですけれども。 

○森本委員 どちらでもいいんですけれども。 

○平山委員 ただ、ゼロではないということで。 

○中里委員長 じゃ、ここは７割以上達成して、段

階評価はＢということになりました。ありがとう

ございます。 

  続きまして、チェックのほうですね。事業効果

の検証というところで、ほとんど同じなので、こ

れは統一見解なんですね。①取組について理解を

深めるため、全議員で優先度を検討した、これが

まずは事業効果の検証したということにはなって

います。それから、行政視察を実施したというこ

とになっています。 
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  シン・那須塩原さんが①については、未実施の

ため、効果はないと。②については行政視察に、

②は大丈夫ですね、統一見解ですね、どこも一致

していますね。 

  どうですか。 

○森本委員 まず、アンケートが着手というのはち

ょっと理解ができないです、それは。だって、実

際に市民アンケートのときには、アンケートでや

っているけれども、皆さんＥで判断しているじゃ

ないですか、市民アンケートのときは。同じアン

ケートにも入っていて、検討の中に入っていたけ

れども、市民アンケートの検討のところは、皆さ

んＥで認識が統一したんですよね。で、ここ違っ

てくると、アンケート取ったことが着手したこと

に急に変わるというのはちょっとおかしいなと思

うんで。 

○中里委員長 着手したというか、一部着手したと

いう形。 

○森本委員 うん、ですよね。そうなっているとい

うことですよね。でも、市民アンケートのときに

は、未着手ですよね。一番最初のとき。 

○中里委員長 市民アンケートは、優先度が高かっ

たんだっけ。 

○森本委員 いや、優先度が低い高いじゃなくて、

アンケートで検討したから着手というふうにして

いるんですよね、これね。でも、市民アンケート

のときも、アンケートには入っていたけれども、

未着手ですね。だから、アンケートを取ったから

着手は、やっぱりおかしいです。 

○中里委員長 じゃ、全議員で優先度を検討したと

いうことは、理解を深めるために全議員で一応優

先度を検討したということは、一度、これは実績

として上げておくべきかなと思ったんですけれど

も、未実施のため効果はないという形で。 

○森本委員 私はそう思います。優先順位を決めた

というのは、着手じゃないと思います。 

○中里委員長 事業効果の検証ですからね。 

○森本委員 事業効果の検証はできないですよね、

着手していないんだから。 

○中里委員長 でも、優先度は検討したんで。これ

を…… 

○森本委員 優先度を着手するために決めたんです

よね。検討したんですよね、着手するために。ど

ういうふうに着手するかを検討するために、優先

順位を検討したんですよね。 

○中里委員長 うん。だからそれを一部検討したと

いうふうには思わないですか。 

○森本委員 思えないですね、それは。 

○中里委員長 思わないですか。じゃ、分かりまし

た。じゃ、シン・那須塩原さんが未実施のため効

果はないということですので、すみません、ほか

の４会派さん、どうですか。検討したということ

で、実績は、検証は一応したよ、一部検討したよ

ねということなんですけれども、あくまでも未実

施なんで効果はないということなんで、シン・那

須塩原さんに合わせる形でいいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○中里委員長 あくまで、ただの検証なんで、あま

り時間かけてもあれかなと思うんですけれども。 

○鈴木副委員長 いや、これを重要として、今年、

こういうことまでやりましょうということの目標

が、しっかりここがあれば、それに対してやって

いるかという事業実証だったら、確かにやってい

ないけれども、そういう話なんだけれども、今回、

最初にどうするかといったときに、今年度はここ

まで進みましょうということは、多分言ったよう

なだったんだよね。 

○中里委員長 そう、もともと前回のこの私が引き

継ぐ前の齊藤誠之議運長のときには、この取組実

行計画、議決したという経緯はありながらも、あ
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くまで、全部をやらなきゃならないよということ

ではなくて、あくまで羅針盤として使ってくれと

いうことなんで…… 

〔「そう、そう」「そのとおり」と言う人

あり〕 

○中里委員長 全部達成してなきゃ駄目だというこ

とではないんですね。 

〔「そう、そう」「俺もそう思う」「その

とおりだと思います」と言う人あり〕 

○鈴木副委員長 本年度は、来年度を…… 

○中里委員長 来年。 

○鈴木副委員長 目標をこうゴールをちゃんと決め

ちゃって、それについての来年度がある、今年は

それがないので、検討だけして、ただとりあえず

その来年度に向けて行政視察をして、来年度詳し

い協議ということが、本年度の宙ぶらりんな一年

の中ではほぼ、まあこの程度でいいんじゃないか

なという判断かなというふうに。 

〔「それはそう思うんですね」と言う人あ

り〕 

○中里委員長 なので、全議員で一度優先度を検討

したということは、一部着手にはなるのかなとは

思ったんですけれども。 

○森本委員 一般質問は…… 

○中里委員長 その事業自体は着手しなくても、着

手しなければならないということではなくて、着

手するかしないかはそのときの議会運営委員会で

決めてくださいという…… 

○森本委員 そのとおり、そのとおりだと思います。

だから、着手していないということを言いました

よね。着手していなくても…… 

○中里委員長 だから、そのために、まずは、全議

員でアンケートを取ったわけじゃないですか。 

〔「うん」と言う人あり〕 

○中里委員長 それで、優先度を検討したので、そ

の結果、着手はしなかったということなんですけ

れども、検討はしたということで…… 

○森本委員 いや、その結果、着手しなかったんで

すよね。 

○中里委員長 だって、別にしなければならないわ

け…… 

○森本委員 いや、しなきゃならないわけじゃない

ですよ。だから、無理矢理したことにする必要が

ないということです。無理矢理したことにする必

要はなくて、だから、全議員で検討した結果、着

手しなかったんだから、着手しなかったでいいん

じゃないですかと言っているんです。 

○中里委員長 じゃ、そういうことにしますか。 

〔「じゃ、そうしましょう」と言う人あ

り〕 

○中里委員長 はい、分かりました。 

  じゃ、①取組の理解、①については、未実施の

ため効果はないということでよろしいですね。 

〔「効果は出ていないということね」「出

ていない」と言う人あり〕 

○中里委員長 効果は出ていない。じゃ、そんな形

でいきます。 

  課題・問題については、サステイナブル21と志

絆の会さんと敬清会さんは大体同じですね。①、

②ともに、全議員に取組の内容が理解されていな

いということが課題であるよということ。シン・

那須塩原さんは、①については、着手していない

ことが問題だということと、引き続き議論を要す

るということですね。公明クラブさんが①、②と

もに、全議員に取組の内容が理解されていない。

①は、一般質問の内容の精査が難しい。②は、全

協で全議員から導入に向けての意見が出たよとい

うことですね。着手していないことが問題です。

本当に着手していなくても。 

○森本委員 着手しなくていいというだったら、し
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なくてもいいと思うんですね。ただ、共通理解を

得る必要があるというふうに判断と書いてあった

から、共通理解を得るというのは、ある意味、優

先順位が高いのかなと。それだけ共通認識がない

ということは、共通認識を高めるために着手する

必要があるよというふうにあのアンケートの結果

が出たのかなと思ったんで、それは着手していな

いんだったら、着手していないことは課題ですね、

ただ、議運として、それに着手しないと決めたん

だったら、着手しなかったことは問題じゃないと

思います。 

○中里委員長 じゃとりあえず、全議員にその内容

が理解されていないということが課題だという形

でいいですか。 

  じゃ、①、②、この全議員の取組の内容が理解

されていないというふうな形にしたいと思います。 

  じゃ、続きまして、アクションのほう、改善点

のほうに移りたいと思います。 

  これは、サステイナブル21さん、公明クラブさ

ん、敬清会さん、大体一緒ですね。①、②取組の

内容について全議員で理解を深めることが必要だ

よということ。シン・那須塩原さんが①について

着手をすることだよ。②、委員会代表質問につい

ては、実施も含めて検討するということですね。

志絆の会さんが全議員で理解を深めるということ

が必要だよ。②については、既に委員会でテーマ

を決めて、提言を行っている。委員会は委員会で

関係部署の担当者を呼んで、質問や提言を行うこ

と。本会議でネット配信後、  質問…… 

○鈴木副委員長        。 

○中里委員長 うん。ネット配信の質問を行う必要

性があるとしたら改善として、代表質問の少ない

会期に一度か二度。 

○鈴木副委員長 これボツにしたのね。 

○中里委員長 そうですね。 

  改善点としては、前回の大体、全議員で理解を

深めるその取組が必要だよという認識なんで、そ

ういう形でいいですかね、統一してね。 

○鈴木副委員長 理解を深めることと。 

○中里委員長 うん。いいですか、それで。 

○鈴木副委員長 改善ですよね。 

○中里委員長 うん。 

  とりあえず①、②ともに、まずは全議員の理解

を深めるということで統一してよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○中里委員長 じゃ、そのような形にさせていただ

きたいと思います。 

  じゃ、今後の方向性ということで、これはサス

テイナブル21さん、公明クラブさん、志絆の会さ

ん、敬清会さん一緒ですね。全議員で取組内容の

共通理解を深めるというのが今後の方向性として

必要ということですね。シン・那須塩原さんが具

体的に書いてくださっております。①、一般質問

で出された課題や提言を議会全体で調査研究する

ことの必要性を議論する。かなり具体的です。②、

これまで委員会では、年度末に政策提案を行って

きたが、その効果の検証も行うべきである。また、

提案した政策の進捗を図ることもできるため、委

員会代表質問は大きな効果があるのではないかな

どの共通認識を持てるような議論を進め、早急に

採用することを検討する。ちょっとそこも含めて、

共通理解を深めるという形にで…… 

〔「シンプルに」と言う人あり〕 

○中里委員長 はい。 

  どうですか。いいですか。 

〔「そういうふうにしたいと思います」と

言う人あり〕 

○中里委員長 じゃ、①、②全議員で取組の内容の

共通理解を深めるという形で統一させていただき

ます。 
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  では、ナンバー３のほうに移ります。 

  サステイナブル21さんと志絆の会さんと敬清会

さんは一部達成したということで、Ｂの評価で、

シン・那須塩原さんが実施したとは言えない。②

は該当なし。③は実施なしということ。公明クラ

ブさんが実施したとは言えないということで、シ

ン・那須塩原さんがＤ、公明クラブさんがＢとい

うことであります。 

  この辺ちょっと、公聴会だったり、参考人、い

いですか。 

○森本委員 ごめんなさい、間違っています、数値

が。該当なしじゃないですよね、あったんですよ

ね、ここね。実施。②。 

○相馬委員 未実施。 

○森本委員 そう。あったけれども、請願・陳情の

参考人招致って、たしかあったんですよね。 

○相馬委員 いやいや、ないんだよね。陳情はあっ

たんですけれども、それに対して参考人招致をし

なかったというだけですよね。 

○森本委員 そう、そう。 

○相馬委員 だからこれ、該当なしじゃない。 

○森本委員 該当なしじゃない。 

○相馬委員 該当はあったんだけれども、しなかっ

た。 

○森本委員 しなかったんですね、そうですね。失

礼しました。該当なしじゃないです。実施なしだ。 

○中里委員長 で、ここの参考人と公聴会、参考人

招致と公聴会の違いだったりとか、ちょっと私の

ほうでよく地方自治法のところを解釈をしっかり

ちょっと読んでみる必要があるなと思って、調べ

てみました。その点のところをちょっと係長から

詳しく説明していただいていいですか。 

  係長。 

○長岡議事調査係長 それでは、資料のほうをちょ

っとお送りさせていただきます。 

  私も、公聴会って実際議会事務局ってやったこ

とはないので、あと、どういうものなんだろうな

ということで、調べてみました。 

  まず、こちら、公聴会についてですけれども、

地方自治体の重要な案件の審査に当たって、直接

住民や学識経験者の意見を聞くことができる、そ

ういった会を開くことができるのを公聴会ですと

いうことです。 

  そして、その次の段ですね、公聴会を開くこと

のできる案件ということで、公聴会を開くことが

できるのは、予算、そのほか重要な議案、請願等

ということで、かなり広いんですけれども、基本

的には、住民の中で意見がもうぱっくり割れちゃ

っているとか、そういった広い意見を求める、ま

た、専門的な御意見をいただく、そういった場合

に公聴会を開くことができるという案件がござい

ます。 

  その一方、その下ですけれども、公聴会を開か

なければならない案件というのもございます。こ

ちらに記載のとおり、選挙管理委員、または監査

委員の罷免決議を行う場合。この場合には、公聴

会を開いて意見をまとめて、罷免をするかどうか

というようなものを求める公聴会を開かなければ

ならない。こういうものの２点があるということ

が分かりました。 

  これに当たっては、次のページ、ちょっとお開

きいただきたいと思うんですけれども、公聴会の

真ん中ですけれども、もう１ページ進めていただ

いて、公聴会開催の手続。中段あたりに、公聴会

開催の手続ということで、１番の公聴会開催の手

続ということで、議長がこちらをやりますよと、

公示です、紙でいついつ、こういう案件で、こう

いう場所で開きますよというようなものをまず公

示しなければならないんですね。あとは、そこで

意見を述べる公述人というんですけれども、そう
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いった方の反対意見か賛成意見か、こういったも

のを表明していただいた上で、この人に偏らない

ようにやっていただくというような、そんな手続

が必要になりますよということです。 

  じゃ、もう一方、参考人招致ってございますね。

こちらはもう一部資料のほうに戻っていただきま

して、ここの真ん中の参考人制度の意義というこ

とで、まず前段の中では、重大な案件について、

公聴会を開くことができますよ。公聴会はまずで

きます。ただ、この公聴会という制度は、中段あ

たりなんですけれども、議長の承認を得て、日時、

場所及び議案等を公示し、応募者等の中から公述

人を選定するなど、一定の手続が必要とされてい

ます。そのため、より簡単な手続で民意を直接聴

取する方法として、国会において参考人制度とい

うものが設けられている。今も本市においては、

請願とか陳情とか、そういったときに参考人の方

を呼んだりとか、そういうことで、あくまでも意

見を聞くという方法、手法としては同じものなん

ですけれども、この参考人というのは、簡便な方

法として新たに取り入れられた制度というふうな

理解かなと思っております。 

  説明としては、以上になります。 

○中里委員長 簡単に説明すると、地方自治法上に

おいては、公聴会を参考人制度で参加することが

できるよということが１つ。それと、公聴会を、

公聴会でなければならない場合というのがあるん

ですけれども、それは選挙管理委員と…… 

○長岡議事調査係長 監査委員。 

○中里委員長 監査委員のことについてなんですよ。

例えば、具体的な例でいうと、例えば選挙管理委

員会の委員さん、もしくは監査委員さんが何か犯

罪をしてしまった、悪いことをしてしまったよと

いった場合には、まず我々の議会のほうで議決は

しているんですけれども、人事として執行部が先

に恐らく処分を行うんではないかなと思うんです。

例えば懲戒免職であったりとか、懲戒解雇であっ

たりとか、そういったことを行うんだと思うんで

す。公聴会を行う場合には、じゃさらにその処分

に対して、我々が議会側として、ちょっとそれは

おかしいんじゃないかとか、そういった形で、も

う一度本人をいわゆる本人に来てもらって、説明

をしてもらってということが公聴会。あくまでも、

執行部と意見が割れたとき、例えばですけれども、

そういう場合が公聴会が必要になってくる場合な

のかなというふうに思います。 

  今までの過去に、黒磯市議会時代、それから西

那須野町議会時代、塩原町の町議会時代にじゃ公

聴会が開かれるような案件ってあったのかなとい

うことで調べたんですけれども、こちらも一切あ

りませんでした。 

  今後、こういうことがあるかどうかということ

なんですけれども、恐らく公聴会まで開くような

案件は発生しないのではないかなと思うんですけ

れども。なので、私としては、次年度の取組実行

計画からその外してみたらどうかなというふうに

は思っているんですけれども、どうですか。 

〔「ちょっといいですか」と言う人あり〕 

○中里委員長 はい。 

○森本委員 今回の行政視察、うちら、来週行くじ

ゃないですか。 

○中里委員長 はい。 

○森本委員 それに当たって、いろんなそのテーマ

の募集したときに、実はこの公聴会、大津市だっ

たかな、議案に関すること以外に関する公聴会を

開く制度についてというのを挙げたんですね。 

  先ほど言っていたその犯罪案件とか、そうじゃ

なくても、結構その大津市とかでは、公聴会を活

用して、議会が有識者の知見を取り入れることに

よって、その相互の議会の判断材料にしていると
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いうようなことをやっているところもあるんです

よ。で、それがあったから、ちょっと話聞きに行

こうよと思ったんですけれども、いろいろ相手の

都合なのか、こっちの都合なのか分からないんで

すけれども、今回外れたんで、完全に切っちゃう

のもちょっともったいないかなという気は、私は

したんです。 

○中里委員長 公聴会自体は、参考人制度で担保で

きるということで、国の地方自治法でもなってい

るので、参考人制度自体の俎上は実は那須塩原市

議会の議会基本条例で整っているんですね。公聴

会についても、実はその手法であったりとか、そ

ういうところのこの例規までは整ってはいないん

ですけれども、実は、あれ何だっけ。議会基本条

例の。 

○長岡議事調査係長 現状の本市の現状ということ

で、一応、資料のほうでもちょっとお送りさせて

いただきました。 

  こちらは今の会議規則になります。第９節、公

聴会参考人ということで、78条から83条まで、こ

の部分は、公聴会開催の手続とか、例規上も定め

てあると、会議規則の中で設けてあります。一番

最後、85に参考人の制度も同じような方法ででき

ますよというふうな、例規の中でも定めはあると

いうような状況になっております。 

○中里委員長 ということで、例規の中での定めは

できているので、俎上は整っているというふうに

は思うんです。となれば、次年度の取組実行計画

からこのことに関しては外してみたらどうかなと

思うんですけれども、どうですかね。外さないほ

うがいいですか。もっとより一層研究するという

形のほうがいいですか。 

〔「すみません」と言う人あり〕 

○中里委員長 はい。 

○森本委員 だから、私が思ったのは、結局、その

例規整っているけれどもできていないわけですよ

ね。それで、いわゆるシステムはあるけれどもで

きていないという状態の場合に、先進市の活用事

例というのを研究してもいいのかなと思って挙げ

たんですけれども。それも要らないというふうに

皆さんで判断になっちゃうと、そのとおり、そう

なっちゃうかもしれないんですけれども、公聴会

自体は制度としてあるんであれば、使えるように

なるための調査研究をしていくというのは、何も

外さなくてもいいかな。例えば、こうやってやっ

て、優先順位がそのときの議運が低いと判断して、

じゃ今回やりませんでしたというのでもいいと思

うんですよ。ただ、Ｅでも構わないけれども、残

しておくというのはあってもいいのかなと。さっ

きも言ったように、絶対取り組まなきゃいけない

わけじゃないと思うんですよね、そのときに。た

だ、消えちゃうと、もう何かやらない気がするん

です、ずっと。 

○中里委員長 残しておくと、仕事としてやらなき

ゃならないから、消えることってありますよ。 

○森本委員 いや、いや、必ず着手しなくてもいい

というふうに、今、議運長が言ったじゃないです

か。 

〔「いいですか」と言う人あり〕 

○中里委員長 はい、どうぞ。 

○鈴木副委員長 森本委員が言っているのはよく分

かって、ただ、議運で取り組まなきゃいけない実

行計画の課題として出すか出さないかなんだけれ

ども、そういう考え方で、来年のね、３月議会も

そうなんでしょうけれども、執行部の案件で17件

ある、それから庁舎か何かで市民から何かわんさ

かわんさかいろんな要望があるんだけれども、市

民のまとまった声がよく聞きたいと。そのときは、

事務局に言えば、公聴会開くことできるんですよ

ね。 
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○長岡議事調査係長 今、例規上はあるということ

で。 

○鈴木副委員長 だから、もうシステムはできてい

ると言っているわけだから、これは頭に入ってい

るね。だから、やったことはないんだけれども、

頭に入っているんで、やりたいと言えばできるこ

とであるから、もうこれは取り組まなくても…… 

○森本委員 達成されているという。 

○鈴木副委員長 そう、そう。だから、やりたいな

ら、いつでも開けるよと。だから、今度やってみ

たい。で、どうしてもそういうところへ前例を見

に行きたかったら、会派でもいいし、議運で行っ

てもいいけれども、実行計画に入れなくても、今

勉強したことだけでもね、まあ十分理解ができた

んじゃないかなという意味で、これはこれ以上や

らなくても、取り組む項目から外してもいいんじ

ゃないか、どうなんでしょうか。そんな感じです。 

○森本委員 そうおっしゃるならという感じですけ

れどもね。いいんであればという感じ。いいんで。 

○鈴木副委員長 増え過ぎちゃって、困るんだよ。 

○中里委員長 相馬委員。 

○相馬委員 すみません、よろしいですか。 

  このもともとの取組実行計画を策定する、要は、

この事務事業評価をやりましょうということにな

ったのは、議会基本条例の検証をやった結果から

ということになっているんです。恐らくこの第７

条、市民と議会との関係の第３項で、議会は参考

人制度及び公聴会制度を活用し、市民の専門的知

識または政策的意見の検討に反映させるよう努め

るものとするというふうになっていて、で、公聴

会については、先ほど言ったように、手続等があ

って非常に難しいというのは前々から分かってい

て、ただ当然、そのじゃ条例からこの公聴会制度

を外すかということも一回考えたんですけれども、

ただ法律で、地方自治法で公聴会制度がうたって

あるので、当然、条例から外すことはしないだろ

うと。ただ、活用しとなったときに、非常に活用

は難しいというのは、当時もそんな議論をした経

緯があって、なかなか公聴会は難しい。ただ、参

考人招致については、先ほど言ったように、簡易

的に参考人招致ができるので、当時の正副委員長

会議とか、それからもうもちろん議運でもやった

と思うんですけれども、陳情が出た場合、陳情・

請願の場合に参考人招致制度をできるだけ活用し

ましょうかということで、できるだけ陳情があっ

た場合は、陳情者の意見をそれぞれの委員会で聞

きましょうということで、載せてあったんですね、

これ。なんで、これがその努めるものとするとい

うふうに書いてあるので、もう結果としてそれを

やって、もうやって実績としてもう全部やってい

るんであれば、もう当たり前のように参考人招致

はやっているということであれば、どうせもう取

り組まなくても、取り組まなくてもというか、取

組は自動的に実行計画には今載せなくても、自動

的になっていきますよということであれば…… 

○中里委員長 自走していますからね。 

○相馬委員 そう。だから、それが自走できるよう

になれば、もう別に計画から外して、独自でもう

運営してもらえばいいだけなんですけれども、ま

だ去年の時点では陳情がなかったんですよ。１回

も陳情・請願がなかったので、とりあえず陳情・

請願があった場合に、再度参考人招致をやりまし

ょうねということで、これ計画は継続して載っけ

てあったということになっているので、ただ、こ

この検証にあるように、陳情はあったんですけれ

ども、参考人招致というのはそのときには使わな

かったということになるので、参考人招致制度を

活用するというふうに努めるものとするという条

文に対してはなかなか達成していないのかなとい

うところがあるので、今後、こういうふうな条例
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にうたってある以上は、取り組んでいく必要はあ

るので、取組実行計画から外すか外さないかは、

それがこの制度自体の活用が自走できるようにな

るのであれば、外してもちろんいいことだろうと

思うし、自走ができないんであれば、もう少し計

画的に進めていくという必要はあるのかなという

ふうに思います。 

  以上です。 

○中里委員長 鈴木委員、どうぞ。 

○鈴木副委員長 議会基本条例の中に、これを活用

すると書いてあるわけだから、それを基本条例自

体をもう活用しないんだったら、その基本条例を

なくせば、だけれども、そこに書いてあるわけだ

から、書いてあるんで、もうそれをやればいいだ

けなんですよね。で、相馬委員のおっしゃってい

るとおりで、その大きな問題というのは、さっき

も言いました大きな問題というのはなかったんだ

よね。だから、やらなかった。やれば、事務局と

相談すれば、公聴会はできた。だけれども、そう

いう問題はなかった。だけれども、陳情・請願来

たときに、やっぱりした人の気持ち・考え方を聞

いてみたいねということで、呼べるという体制は

もうみんな、これはある程度基本設計はできてい

るんだよね。だから要らないんだよ。去年がそう

いう必要、陳情がなくても、これ聞く必要がある

かないかというのは、今年度かな、建設経済はあ

ったんだけれども、これは要らないということに

したんで、これは理解した上で…… 

○中村委員 議論はしたんだよ。 

○鈴木副委員長 そう、だから、ちゃんと委員長が

諮ってやっていることなんで、これは実質できて

いるんですよ。だから逆に言うと、評価はＡでも

いいかなという気もしている、今、話ししても。

そういう意味なので、これはなかったからＢにち

ょっとなったんですけれども、だから理解してい

るので、ただ、条文にはちゃんと活用すると書い

てあるんだから、これは趣旨にのっとっているの

で、それで、やればできるというシステムはでき

ているので、外しても、何なんですか、問題はな

い。 

〔［じゃ、すみません」と言う人あり〕 

○中里委員長 星委員、どうぞ。 

○星委員 うちが一番厳しかったんであれなんです

けれども、確かに、事例がなかったんですね、去

年、その令和５年に関しては、事例というか、要

は、参考人招致がなかったんで、Ｅということに

したんですけれども、もう一つのその公聴に、参

考人はありませんでした。じゃ公聴に対してはど

うなのかというところでは、まだそれを呼んで、

様々難しい手続があるということではあるんです

けれども、少なくとも、それを呼ぶ予算とかに関

したりとか、その市長がやろうという議案に対し

て、じゃもっと深掘りした議論が議会の中で議員

たちの中でできたのか、討論ができたのかという

ところまでは至っていないよねという、この議論

の深掘り、そのやっぱりこれは公聴に必要だよね、

やったほうがいいよねというところまでは議論が

できていなかったんじゃないのかなというところ

で、Ｅとさせていただきました。 

  で、参考人は確かに定着しているのかなという

ところはあったので、それは外してもいいと判断

はさせてもらったんですけれども、さっき、大津

の話ではないんですけれども、公聴会制度という

ものがどういう、どういったものなのか。じゃそ

の公聴会制度を使うまでに、じゃ議員同士でその

討議・討論をどこまで深掘りしながら深い討論が

できるようになるのか、そこは私たちのこの力を

つけなきゃいけない部分ではあるので、今後、や

っぱりそこに関しては検討というか、検証しては

いいのかなとは思う。 
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〔「いいですか」と言う人あり〕 

○中里委員長 森本委員。 

○森本委員 実は、うちの会派でこの項目って削除

したほうがいいんじゃないかという意見は出てい

まして、それで議論して、結果でいいんじゃない

という感じなんです。だから、今後の検討、方向

性としては、例えば外すもありだなという感じで

の議論は実はしているんです。ただ、私は、大津

のその紹介したという手前もあるから、どっちか

というと、私は残してもいいかなという気持ちも

あったんで、個人的な。会派としては、外すか外

さないか、フィフティー・フィフティーだよねみ

たいな議論ではありました。今後の次年度以降ね、

取組実行から外すか外さないかというのに関して

は。会派の中としては、そういう議論はありまし

た。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  というわけで、参考人制度は基本的にはもう自

走している、活用の仕方も分かっていますし、そ

れを活用するかしないかというのは、案件、必ず

活用すれば、こういう実績とかつくれますけれど

も、陳情のその内容にもよりますし、活用するか

しないか、各常任委員会で検討、真剣にされてい

ますので、自走はもうできているという段階なの

かなというふうに思っています。 

  公聴会ができていないから、もうちょっとその

公聴会と参考人招致の違いだったりとか、という

のをもうちょっと勉強したほうがいいんじゃない

かなというのが恐らく星さんの主たる御意見なの

かなというふうには思うんですけれども、この確

かに参考人招致と公聴会のことに関しては、僕も

これ見るまでは、参考人招致と公聴会の違いって

何なのかなということで、そこから始まってだっ

たので、多分、その違いが実は分からない議員の

方々が多いのかなというふうには思っております

が、取組実行計画にどうしても載せてしまうと、

仕事が増えるというか、やることが増えてしまう

ので、実際、その公聴会の研究自体は、どういう

案件で公聴会が開かれているのかだと、そういっ

た先例自体を見たり研究したりすることはいいこ

となんだろうと思うので、いわゆるその取組実行

計画からは外すけれども、議会運営委員会で今後

もそういったことを研修するとか、全議員を対象

にした議員研修会、そういったところでも研修す

るような形でやっていければいいのかなと思うん

ですけれども、いかがですか。 

〔「発言する人あり〕 

○中里委員長 じゃ、参考人、公聴会の必要に向け

た検討ということは…… 

○平山委員 普通の評価が難しいことになっちゃう

から、これでいいんじゃないですか。 

○中里委員長 じゃ、これは次年度取組ナンバー６

というふうになっているんですけれども、これは

外すという形にさせていただければなというふう

に思います。ありがとうございます。 

  続きまして、議員研修の実施というところです

ね。こちらもまあ皆さん同じ、大体、DO・チェッ

ク・アクション、全部ほとんど同じような内容な

ので…… 

○長岡議事調査係長 ちょっとごめんなさい。 

  先ほどの、結論として外すという御意見で、了

解しました。 

  途中の部分の評価ですとか、そこの確認だけお

願いできればというふうに。 

○中里委員長 確認ね。ごめんなさい。 

○長岡議事調査係長 すみません。 

○中里委員長 じゃ、もう一回、取組ナンバー３の

参考人、公聴会の活用に向けた検討に戻ります。

ごめんなさい。 

  ということで、評価は何にしますか。間を取っ
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て、Ｃにしますか。 

○鈴木副委員長 間を取っていえば、Ｂぐらいでも

    。 

○中里委員長 Ｂ、どうですか、Ｂで。ほとんどの

会派さんＢなんですけれども。いいですか。 

○星委員 外すのにＥじゃね。Ｅなのに外すのって。 

○森本委員 Ｂでいいんじゃないですかね。 

○中里委員長 はい。じゃ、Ｂということで。 

  で、事業効果の検証。ほとんど一緒ですね。 

○始まって、これの話しているんだから。 

○中里委員長 はい。じゃ、①、②ともに請願・陳

情の提出者の参考人招致など実施または管内事務

調査なども行い、意見や知見を討議に反映させて

いる。③、公聴会制度の運用について理解ができ

ていないということで、これが事業効果の検証と

いうことで、こういう形でいいですかね。 

  課題としては、やはり①、②に関してはないけ

れども、③の公聴会のことについては、全議員に

取組の内容が理解されていないということが課題

だよということであります。シン・那須塩原さん

が意見聴取はできたが政策への反映までには至っ

ていない。②が請願・陳情以外の参考人招致につ

いて。 

○森本委員 ついでで終わっちゃっているね。まあ

調査研究ということでいいですよ。 

○中里委員長 そうですよね。 

  公明クラブさんが①も②も必要に応じて公示・

実施しているが令和５年度は実績なし。③、全議

員に取組の内容が理解されていない、まあ大体同

じような内容なんで、①、②はないけれども、公

聴会制度については、課題点としては、取組が内

容が理解されていないよという認識でいいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  では、アクションのほうに移ります。 

  改善点。①、②に関しては、ございません。 

  ③取組の内容について、全議員で理解を深める

ことが必要。シン・那須塩原さんは、先進事例や

専門家などの意見を参考にして、検討を進める。

必要に応じて行う仕組みはあるので、ここからは

削除。先例事例や専門家の意見などを参考にして

討議に反映させるための仕組みをつくる検討を始

めるということでございます。具体的なことです

よね。改善点としては、まずは公聴会制度につい

て、理解を深めることがまず最初なのかなという

ふうには思いますので、そういった研修も含めな

がらやっていきたいと思いますので、それも全部

含めて、シン・那須塩原さんの御意見は具体的な

んですけれども、確かに、そういうことも全部含

めた上で、全議員で理解を深めることが必要、こ

れが改善点だよという認識でいいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○中里委員長 じゃ、今後の方向性ですね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○中里委員長 はい。取組実行計画からは①、②外

す。③については、全議員で取組の内容を共通理

解を深めることが必要だよということですね。 

〔「そういうことです」「すみません」と

言う人あり〕 

○中里委員長 はい。 

○長岡議事調査係長 先ほどおそらく、ここに①、

②、③番ので全て外すという恐らく結論かなとい

うふうに思ったんですけれども、であれば、一番

最後の今後の方向性は、取組事項から外すという。 

○中里委員長 そうですね。じゃ、そうしましょう。 

○平山委員 共通理解を深めるとか、おかしくなっ

ちゃう。 

○森本委員 じゃ、取り組むんだとなっちゃう。 

○中里委員長 じゃ、今後の方向性は取組実行計画

外すということでしたいと思います。 
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〔「はい」と言う人あり〕 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  じゃ、続きまして、ナンバー４ですね、議員研

修の実施。これも全部実施していて、Ａでありま

す。 

  チェックのほうも、ほとんど同じ意見だと思い

ますので、これを統一したような形の意見に、生

成ＡＩについて、基礎的な知識を得ることが有効

性と危険性について学ぶことができた、コンプラ

イアンスの大切さを守り、議員一人一人が認識を

新たにすることができた、そうですね。資質向上

につながったんではないかということで、全会派

さんそういう認識なので、調査研究及び研修活動

を通じて、自らの資質向上につながっているとい

うことで統一させていただきたいと思います。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○中里委員長 では、課題についてですね。 

  シン・那須塩原さん以外はなしということなん

ですけれども、常に新しい課題を見つけ、議員の

資質向上を図ることを目指し、議員間での内容の

割り振りや話合いができていないということであ

りますけれども。 

○森本委員 振り返りね、割り振りじゃなくて、振

り返り。 

○中里委員長 振り返りや話合いができていないと

いうことですね。それが課題ではないかというこ

とですけれども、そこに関しては、議会運営委員

会でやる必要があるのかな。 

○森本委員 いや、議運でやらなきゃいけないわけ

じゃないですよね。これは議会全体の話で、議運

で検証しているだけで、やるのは全体ですよね。 

○星委員 うん。 

○森本委員 だから、議運でやらなきゃいけないん

じゃなくて、例えばほかの活性化特別委員会でや

ったって、その課題、検証の内容に関わった常任

委員会でやったとしたって、振り返りも何でもや

ったということにはなると思うんで、別に議運で

やるかやらないかじゃないと思います。 

○中里委員長 分かりました。 

  とりあえず課題はなしという形でいいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○森本委員 なしでいいんですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○森本委員 課題ない。 

○中里委員長 いいですか。 

○森本委員 ないんですか、課題。 

○中里委員長 この…… 

○森本委員 課題なしって、あまりよくなくないで

すか。よければいいんですけれども。 

〔「すみません」と言う人あり〕 

○中里委員長 はい。 

○星委員 うちでやっぱり出た意見としては、研修

はいいんです、そのままの継続でいいんですけれ

ども、ただ時期がぎゅっと、後半にぎゅぎゅっと

なってしまうんで、満遍なく、何か年間通して、

例えば議会の定例会が終わったらやるとか、その

前にやるとか。分散してできれば、そのほうがい

いんじゃないかという意見が出ていたので、時期

を検討ってやったんですが、課題としては、そこ

の部分もまあなしにはしているんですけれども、

要は、同じ機会に忙しく年度末に、年度末という

か、こうなってしまうのが課題かなということで。 

○中里委員長 分かりました。 

  じゃ、課題としては、議員間での内容の振り返

りは必要だよねということで、載せておく形でい

いですか。 

○星委員 そう、課題は全て。はい。 

○中里委員長 じゃ、そういうふうな形にさせてい

ただきます。 

  では、アクションのほうですね。 
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  改善点、うちはなくて、シン・那須塩原さんが

時代に合った新しい課題や議員力向上にプラスに

なる課題を見つけ、研修を計画する。議員間での

内容の振り返りや話合いができる環境を整備する

というシン・那須塩原さんですね。公明クラブさ

んが定例会議前など開催時期の検討が必要という

ことでございます。 

  では、この改善点についても、議員間での内容

の振り返りや話合いができる環境を整備するとい

う形でよろしいですかね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○中里委員長 今後の方向性についてなんですけれ

ども、これ、議運長としての私の個人的なお話か

らさせていただくと、議員研修の実施も取組実行

計画から外してみてはどうかなというふうに思っ

ています。というのも、予算もしっかり確保でき

ていますし、継続的に議員研修はもう自走してい

ますので、取組実行計画からは外してみてもどう

かなと思うんですけれども、皆さんいかがでしょ

うか、どうでしょうか。 

○森本委員 別にいいと思いますけれどもね。 

○中里委員長 いいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○中里委員長 じゃ、今後の方向性については、取

組実行計画から外すという形でさせたいと思いま

す。 

○森本委員 やることは同じなわけだしね。 

○中里委員長 はい。 

  じゃ、次に入ります。 

  ナンバー５、事務事業評価の見直しということ

で、まず評価のほうからですね。ほとんど達成し

た、シン・那須塩原さんが未実施     とい

うことで。 

○森本委員 これ、すみません。未実施なんですけ

れども、広聴広報委員会次第なんで、Ａにもなる

しという…… 

○中里委員長 そうですね。 

○森本委員 感覚なんですけれども、まだやってい

ないですよね。このモニター会議やって…… 

○星委員 そうです。モニター…… 

○森本委員 で、その後のに検証するという話なん

で、まだやっていないんでＥにしちゃったんです

けれども…… 

○星委員 前の…… 

○森本委員 広聴広報でもうやるんであれば、別に

Ａでもいいかなと思います。 

○星委員 モニターの活用について、今度、明日研

修やりますので、そこでまた。 

○森本委員 そうしたら変わってくるんで…… 

○中里委員長 じゃ、達成して…… 

○森本委員 現状で書いただけです。 

○中里委員長 じゃ、Ａということでよろしいです

かね。 

○森本委員 まあ委員長がやると言っているんで、

いいと思います、はい。 

○中里委員長 じゃ、チェックのほうに移ります。

事業効果の検証。 

  当初、サステイナブル21さんと公明クラブさん

と志絆の会さん、敬清会さんは同じ。広聴広報委

員会において、制度の充実を図るため、常に検討

している議会モニターの意見に偏りや一般質問等

への批判などが多くなっているというのがあるな

というな感じなので、こういう形でいいですかね、

そうしたら。シン・那須塩原さんは、未実施なの

で効果はないと書いてありますけれども。 

○森本委員 これからですね、これから。 

○中里委員長 じゃ、これ、ほとんどの会派さんは

同じ意見になっていますので、統一させていきた

いと思います。 

〔「はい」と言う人あり〕 
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○中里委員長 課題・問題点ですね。 

  どちらもシン・那須塩原さん以外は同じ御意見

ということでございます。議会モニターへの参加

者が少なく、毎回同一人物であるため、意見の偏

りを、それが課題ではないかということですね。

もう一つが、モニターの意見が代表質問や一般質

問の批評になってきている。これもちょっと課題

かなというふうになっています。 シン・那須塩

原さんが行うことができていないことは課題であ

るということなんですけれども。 

○森本委員 行うことができたら、もう課題じゃな

いからね。 

○中里委員長 なので、統一の意見にさせてもらっ

てよろしいですか。 

○森本委員 いいですね。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  では、アクションの改善点ですね。これもサス

テイナブル21さんと志絆の会さんと敬清会さんは

大体同じですね。議会の自己評価に一定の効果が

あるのか、モニター制度を引き続き取り組む必要

があるのか、検証が必要じゃないかということで

すね。議会改革につながる意見が出てこないこと

から、モニター制度の必要性は低くなっているん

じゃないかなということが意見としてあります。

シン・那須塩原さんは、モニター会議の内容を全

議員に報告をする、取組実行計画に反映させて実

行するとなっております。公明クラブさんが議会

自己評価に一定の効果はあるのか、モニター制度

に引き続き取り組む必要があるのか検証が必要だ

よということと、モニター制度の事業の検証が必

要だよ。モニターの意見により改善がされた内容

など。 

○星委員 検証をする必要があるよねということで

す。 

○中里委員長 議会改革につながる意見が出てこな

いことがモニター制度の必要性を低くさせている

よということですね。 

  ここは、どうしましょう、大体同じ。シン・那

須塩原さん、この辺は大体同じなんですけれども、

どうですか。 

○森本委員 いいと思います。 

○中里委員長 いいですか。 

○森本委員 はい。 

○中里委員長 じゃ、ここも統一させていただきま

す。 

  今後の方向性ですね。 

  サステイナブル21さんと公明クラブさんと志絆

の会さんと敬清会さんは、統一して取組実行計画

から外したらどうかということでございます。シ

ン・那須塩原さんは、議会モニターの成果指標を

全議員で共有し、理解を深める。取組事項をサン

プリングで検証し、課題を明確にすることで見直

しを図る。議会モニターの意見なども反映すると

いうことでございますけれども、どうですか。取

組実行計画から外してみてはどうかなというのは。 

○森本委員 広聴広報委員会での結果次第じゃない

かなという。 

○星委員 そう。そこはそうなんですよ。で、明日

の研修を受けて、今のモニター制度の使い方だと

ちょっと厳しいものがあって…… 

〔「今後ありますからね」と言う人あり〕 

○星委員 はい。明日の研修を受けて、もっと違う

活用の仕方をされているのであれば、それを学ん

だ上で、じゃその方向性、そのモニター制度の在

り方そのもの、今までとは違う、違った形で活用

ができないかということを広聴広報委員会のほう

でもう一度また皆さんと議論をしたいなと考えて

いるところです。 

○中里委員長 分かりました。 

○森本委員 いいですか。 



－24－ 

  多分、成果評価の明確化ができるかどうかにか

かっていると思う。 

○星委員 そこです。 

○森本委員 成果評価の明確化がきちっとそのシス

テムとして出来上がれば、次はそれを使っていけ

ばいいだけだから外すという意見も分かる、分か

ってくるんですけれども、その成果評価の明確化

を図るということがこの取組実行計画の目的なん

で、そこができれば、だからさっき言った広聴広

報委員会次第と言ったのは、それが完成したらＡ

ＢＣ、もうここから外してもいいと思うんです。 

○中里委員長 私の意見も１つ言わせていただいて

いいですか。議会モニター制度自体も、もうやり

始めて何年たつんだ、もう４年ぐらいたちますか

ね。もう取組としては、広聴広報委員会で自走で

きているなというふうな、行き詰まり感はあるか

ないかというと、別としても、自走はできている

取組だというふうに思いますので、そういうふう

に考えれば、取組実行計画から外してもいいのか

なとは思ったんですけれども、どうですか。あま

り何か具体的にやっちゃうと、これまた広聴広報

委員会さんのプレッシャーになっちゃうのかなと

も思ったんですけれども、どうですか。 

○星委員 とりあえず…… 

○森本委員 やればいいですもんね。 

○星委員 これって、この場で今日本当に決めなき

ゃいけない。また会議持つの嫌ですか。ここに関

してというか、これ今…… 

○森本委員 今後だから難しいんだよね。 

○星委員 そうなんですよ。今日、じゃもう外すよ

ねとなって、明日研修やるじゃないですか。いや

いや、でもこれってもうちょっとこういうところ

を…… 

○森本委員 やらなきゃいけないよね。 

○星委員 改善すればいけるんじゃないとなった場

合に、もう載せるところがなくなっちゃうという

のもあって。 

○森本委員 いや、委員長が言っているのはそうい

うことでしょう。明日の様子を見てということで

すから。今の段階ではあまりちょっと。 

○中里委員長 一応、ここでは議運として結論出し

てちゃってもいいのかなと。取組実行計画から外

すという。 

〔「ちょっと私は、聞いていいですか」と

言う人あり〕 

○中里委員長 はい、どうぞどうぞ。 

○鈴木副委員長 ここから外しても、モニター制度

は広聴広報の中でやるかやらないかというのは、

そこで判断するということで。 

○星委員 やる、明日の研修受けて、今後皆さんと。 

○鈴木副委員長 ただ、この議運の中で、これを取

組実行計画の中でもんでいくかどうかということ

については、どういう結論になっても、議運から

は取組から外すという考え方もあるのかなと、一

応、そういうのは     。 

○星委員 すみません。これ、広聴広報がやってい

るのは、議運から委嘱をされてやっているんです

よね。 

○鈴木副委員長 で、もう自分の意思は、このほか

の人の意見を、今の段階ね、今の段階で聞くと、

成果が頑張ってやっていても、そのいい話が聞こ

えてこないので、モニターのそういう取組自体を

あまり効果がないのかなというふうに聞こえてき

たので、もう取組する前に外してもいいのかなと。

で、明日やって、効果があるということであれば、

もうそれはそれで広聴広報が続けてもいいし、た

だ議運ではもう扱わない、で、報告はしてもらっ

ていいよという考え方もあるのかなという感じで

いいのかなと、正直、気はした、この一旦外しち

ゃっていいのかなというふうに思うんだけれども
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と。 

○中里委員長 どうですか。 

○鈴木副委員長 どういうふうな考え方をするかな

んですよ。 

○星委員 だから、そこでもう一度、例えば議運の

どこかの時間いただいて、明日の結果報告しなが

ら、じゃここから外す外さないというのをもう一

度検討の土台に…… 

○中里委員長 分かりました。じゃ…… 

○星委員 今、ここでもう全部外すよと、何ていう

んでしょうね。 

○森本委員 ちょっと待ってくださいというね。 

○星委員 はい。ちょっとこれは一時保留していた

だけませんかという話です。 

○        を振り返る。 

○中里委員長 じゃ、取組ナンバー５に関しては、

また、明日の広聴広報委員会さんの研修次第で、

それを外すか、そのまま継続するかをちょっとそ

こだけ決めたいと思います。 

  じゃ、相馬委員。 

○相馬委員 最終的に来年度の取組実行計画を決め

るのは３月なんで、それまでの間に、２月にも恐

らく議運を開くんで、恐らく今回のこの広聴広報

委員会の結果を見て、そこでこの部分は判断して、

とりあえず今日の段階ではここを…… 

○星委員 そうですね、はい。 

○相馬委員 保留にしてもらったほうがいいんじゃ

ないかな。 

○中里委員長 そうです。はい、そういうことです。 

  じゃ、ナンバー６に移ります。 

  議会ホームページの充実化。これは実施をした

ということですので、達成したということですの

で、Ａでいいですかね。 

〔「すみません、いいですか、ちょっと」

と言う人あり〕 

○中里委員長 はい。 

○森本委員 これ、達成したというんですけれども、

これってもう作業中ですよね。 

○中里委員長 作業中、実施している。 

○森本委員 まだできていないで。 

○中里委員長 改修はもう終わり。 

  係長。 

○長岡議事調査係長 一応、内部のほうでは、広聴

広報、ホームページで市のほうのホームページを

担当している課とお話合いをさせていただきまし

て、まずはそのホームページの在り方で示してい

ただいた手法が持ち込めるのかどうかを確認しま

した。で、市のほうでは、直せますよというふう

な回答をいただきまして、じゃそれを具体的にど

ういうふうに手順でやっていこうかというところ

を今ちょっと詰めているところでして、一応、３

月中にはこの作業は完了する予定でして。 

○中里委員長 だから、令和５年度中には終わり。 

○森本委員 終わり。それが結局より見やすいホー

ムページになったかどうかという判断て、出来上

がる前にしちゃっていいのかなと思っただけです。

だからそれで、だから作業中なので保留としたの

は、より悪いページになっちゃったのに達成した

とは言えないかなという。 

○中里委員長 とりあえず…… 

○森本委員 やったから達成した。 

○中里委員長 前年度にホームページのレイアウト

については、広聴広報委員会に委嘱というか、諮

問をかけているんですよね、議会運営委員会から。

で、諮問をかけられて、その報告を議会運営委員

会でしたんですよ。で、して、じゃこれでやって

いきましょうということで、議会運営委員会でも

決めたので、そのようにはなるということなので。 

○森本委員 それで判断でね。 

○中里委員長 はい。なので、レイアウトの変更は
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実施されます、令和５年度中には終わるというこ

となのでという形にしたいんですけれども、どう

ですか。 

○森本委員 はい。私もそれで最初Ａとしていたん

ですけれども、ただ作業中だからどうかなと思っ

ただけなんで、Ａにすることも全然問題はないと。 

○中里委員長 じゃ、Ａということで。 

○森本委員 はい。 

○中里委員長 じゃ、続きまして、チェックのほう

ですね。前年度、広聴広報委員会のホームページ

の在り方を報告し、報告に基づき、ホームページ

のレイアウトを変更する、これができましたとい

うことで、事業の検証がここで。 

  大体皆さん同じ意見ですので、この意見で統一

させていただいてよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○中里委員長 じゃ、続いて、課題・問題点ですね。

ホームページの大幅なリニューアルは、予算確保

が大前提と。さらに、ホームページを運用する人

員を新たに確保する必要があるよねということが

課題点だろうということで、ほとんどの会派さん

が同じ認識であります。シン・那須塩原さんが見

やすいだけでなく、魅力的で見たいホームページ

をつくり、情報の発信を行う必要があるよと。ホ

ームページのアクセス数が伸びるような取組、仕

組みづくりがない。各セクションに市民からの意

見が書き込める仕組みがないということですね。

その辺が課題だということなんですけれども、基

本的にこの辺をやることについても、大幅なリニ

ューアルに関しては、何百万という予算を確保し

なければならないので、それが課題でもあるので、

そういう見解で統一させていただいてよろしいで

すか。 

○森本委員 はい、いいですよ。 

○中里委員長 じゃ、皆さん統一見解ということで、

させていただきます。 

  今度、アクションのほうですね。予算と人員の

確保が困難だなというところがほとんどの会派さ

ん。 

  議会のホームページをよりよいものにするシス

テムの採用を執行部に訴える。議会というのは、

予算確保に向けてということですね。議会独自の

ホームページを作成できるように研究を重ねて、

予算確保に向けた取組をということですけれども、

これは現実的にはちょっと難しいのかなという、

僕は広聴広報の委員長時代、具体的には難しいの

で、ちょっと向けて取り組むというふうになっち

ゃうと、ちょっとこれは大変なのかなと思うので

すが。 

〔「いいですか、１つ」と言う人あり〕 

○中里委員長 はい、どうぞ。 

○森本委員 予算と人員の確保が困難というのは、

これは課題であって、アクションじゃないです。

日本語として。言葉として。だったら、予算と人

員の確保が困難なので、執行部に訴えていくとか、

そういうのがあればアクションになるんですけれ

ども、予算と人員の確保が困難というのは、これ

は言葉としては課題です。 

○中里委員長 じゃ、そういうふうにしましょう。 

○鈴木副委員長 予算と人員の確保は必要ないと。 

○中里委員長 かなりこれでもハードルが高いです。

イニシャルコストがまず500万ぐらい必要で、そ

の後、維持をするのにも、毎年200万とか300万と

かたしか今必要になっちゃっているんで、これは

ちょっと確保するのは難しいのかなと。 

○森本委員 だとしたら、もう困難でやめるという

ふうに。 

○鈴木副委員長 そう。困難なため、こういう改善

は困難なんだ…… 

○中里委員長 困難で…… 
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○鈴木副委員長 なんだけれども、これでよしとす

ると、そういうことだよね。 

○中里委員長 困難なので、訴えることもちょっと

厳しいと思います。 

○鈴木副委員長 言葉としてね。 

○中里委員長 それだけ予算を議会に独自にホーム

ページをつくって、それだけのことやったらばど

のぐらいというのを検証しなきゃならないんで。 

○鈴木副委員長 言っているのは、課題を言ってい

るんだよね。で、ここに書く文章としては、こう

いう言葉じゃなくて、これを理由として、理由と

いうかな、これが要因なんだけれども…… 

○森本委員 やめていく方向…… 

○鈴木副委員長 改善はしないということだよね。 

○中里委員長 はい。現実的には難しい。 

○森本委員 そう、それはそれで…… 

○鈴木副委員長 という文章にして、執行部に渡さ

ないと、おかしいまま残しておくわけいかないだ

ろうと。 

○中里委員長 じゃ、そういうふうにしてください。 

  今後の方向性です。 

  シン・那須塩原さん以外は、できる範囲で実施

したため、今年度で終了という形でいいんじゃな

いかということでなっています。 シン・那須塩

原さん、さらにホームページのデザインを研究す

る、新たなＳＮＳ、情報発信を検討していく必要

があるというふうに書いてあるんですけれども、

ほとんどの会派が今年度でこれは。 

○鈴木副委員長 逆に、公明さんも何か書いていた

よね。 

○星委員 市民に分かりやすく情報を提供する、議

会のＳＮＳ発信強化を図るという。 

○中里委員長 それは何だっけ。最初のところで何

かありましたよね。情報発信に努めるという。 

○星委員 はい。そうですね。まあそこも。 

 ホームページに関しては、もう検討もしたし、こ

れ以上はなくてもいいということで。 

○中里委員長 なので、今年度で終了という形でよ

ろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○中里委員長 これも、２年間かけてやったので。 

○鈴木副委員長 取組実行計画から外すと。 

○中里委員長 そうです、そうです。 

○鈴木副委員長 課題は出てくるんだろうけれども、

ただ、実行計画から今年度でもう終わりにする。 

○中里委員長 はい。 

  よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○中里委員長 じゃ、ナンバー６のホームページの

充実化については、次年度からは外すということ

でしたいと思います。 

  次、休憩、一発入れますか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○中里委員長 じゃ、10分間休憩取りたいと思いま

す。15分間。 

〔「だって、もうお昼になっちゃう」「お

昼になる」「15分間も休んだら」と言う

人あり〕 

○中里委員長 じゃ、10分間。 

〔「５分でいいんじゃない。トイレでね」

「トイレだけでいい」と言う人あり〕 

○中里委員長 じゃ、５分。 

〔「トイレ行って帰って、戻り次第」と言

う人あり〕 

○中里委員長 はい。 

 

休憩 午前１１時３２分 

 

再開 午前１１時３８分 
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○中里委員長 じゃ、続けたいと思います。 

  なるべく早く続けて、効率的に進めたいと思い

ますんで、御協力のほどお願いいたします。 

  ナンバー７、８、９…… 

〔「５個」と言う人あり〕 

○中里委員長 10、11、５個ですね。 

  模擬議会の開催ということですね。こちらに関

しては、未実施なので、全てＥということで、段

階評価はなっています。 

  事業効果の検証についても、やっていないので、

なしということであります。 

  課題・問題点ですね、こちら、ほとんど一緒で

すね。参加者の確保が大きな課題で、市民の自発

的な参加ではなく、議員の知り合いの参加によっ

て開催がされているよ。議員の知り合いの参加が

参加者のため、意見や要望の把握に偏りがあるよ

ということが課題だよということですね。模擬議

会で出た意見に対して、そのフィードバックや市

政への反映などにつながっていないのも課題だよ

というところで、この辺は大体同じですね、シ

ン・那須塩原さんが対象や手法の検討が必要だよ

ということですね。これはやっぱり参加者の確保

というところだと思います。実施に向けた協議す

ら行われていないのが問題だということで、公明

クラブさんが参加者の確保が大きな課題で、市民

の自発的な参加ではなく、議員の知り合いの参加

で開催されている。開催時期等も含めて、参加者

の募集方法など検討する必要があるんじゃないか

な。議員の知り合いが参加者のために、意見や要

望の把握に偏りがあるよ。模擬議会に出た意見に

対して、そのフィードバックや市政への反省が反

映   についてつながっていないという。これ、

大体同じようなところなんで、こういった統一見

解でよろしいですかね。 

〔「はい」「異議なし」と言う人あり〕 

○中里委員長 では、アクションの改善のほうです

ね。こちらも、シン・那須塩原さん以外は募集定

員に満たないなどの課題があり、より多くの市民

に体験してもらうことが必要なのかな。もらった

意見に対して、そのフィードバックや市政につな

げることも必要だよねというところが統一見解と

なっています。シン・那須塩原さんは、模擬議会

の開催を目指すということでございます。 

○森本委員 やっていないからやるというでしょう。

やっていないという評価なんで、やるということ

しかないかなと。それによって、課題が出てきた

りとか、そういうふうになっていくんで、まずは

やらないことにはというものです。アクションと

しては、開催を目指す。 

○中里委員長 とりあえず、じゃ４会派さんと、あ

とシン・那須塩原さんを、意見をこういうふうに

ミックスしたような形でいいですか。 

○鈴木副委員長 今は、前年１回やったことを踏ま

えての改善点を上げているんで、やっていないか

ら改善点はないよというスタンスじゃないよね。 

○森本委員 去年よかったですよ、やっぱりやって

ね。 

○鈴木副委員長 いや、それはそこの自己評価だか

ら。 

○相馬委員 去年のやつは去年のうちに１回評価し

ている。 

○森本委員 評価している。 

○中里委員長 いや、だから、やるのがどうなのか

ということから検討する必要があると思うんです。

そうしたら、改善点に関しては、模擬議会の開催

を目指すということでシン・那須塩原さん書いて

ありますけれども、実際にやったときの委員長の

報告にも書いたんですけれども、募集定員に全然

満たなかったことが課題だということはありまし

たし、自発的な市民の参加というのがなくて、議
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員の知り合いに声かけて参加してもらって、何と

か開催できたというのはこれ事実なので、模擬議

会がやることがどうなのかなということから検討

する必要はあるのかなと思うんですよね。 

○鈴木副委員長 そういう感じでここは書いてもら

って。 

○中里委員長 そうですね、だから、ちょっと。 

○相馬委員 恐らく、去年も同じことで、同じよう

な意見、去年の検証結果なんだけれども、去年１

回やっているときに、そのときにも、模擬議会も

どうするかと、やるのかやらないのかという話も、

あの時点では一旦出て、で、やらないという意見

も結構、もう模擬議会はちょっと難しいというこ

とで、やらないという意見もあったんですけれど

も、とりあえず、来年度も一応やりましょうかと

いう意見になったために、これ結構あのときもめ

て、で、結構時間かかったんだよね、これね。で、

最後にもう休憩にして、はっきりしちゃったほう

がいいという話はしたんですけれども、とりあえ

ず来年度も取り組むという載っていたんだけれど

も、あの時点で相当もう外してもいいんじゃない

のという話はしたんだよね。だけれども、一応、

載っていたからこういうふうになったので、今後、

もし継続するんであれば、その辺も含めて…… 

○中里委員長 そうですね。 

○相馬委員 検討するという結論にしといたほうが

いいんじゃないかなと思うんですけれども。 

○中里委員長 議会基本条例の第17条にこれ関係し

ているところだと思うんですけれども、議会基本

条例の第17条をしっかり趣旨を踏まえた形の取組

の検討という形にしましょう。模擬議会が、その

手法が正しいかどうかということを含めて検討し

たほうがいいと思うので…… 

○平山委員 そうですね。 

○中里委員長 あくまで、議会基本条例第17条に照

らし合わせて考えていきましょうということでよ

ろしいですかね、今後の方向性として。 

○鈴木副委員長 委員長に聞いていい。 

○中里委員長 はい。 

○鈴木副委員長 そうすると、今、また、改善点等

から今、方向性の話に話が変わったなと思ったん

ですけれども、うちはやっている内容で、相馬委

員の話からの前提のような形で、やっぱりこれは

はっきり外すかどうか迷っているんですけれども、

みんながどう思うかということで、こんな書き方

をしているんですけれども、外してもいいんじゃ

ないかなというスタンス、方向性としてね。だけ

れども、今の話だと、そのことを来年度検討しま

しょうということであれば、そのときに。 

○中里委員長 議会基本条例の17条関係は、市民ア

ンケート等の実施ということで…… 

○鈴木副委員長 色々あるよね。 

○中里委員長 とりあえず、取組実行計画には17条

関係関連では２つ入っているんですよ。なので、

いわゆるそこに含めるような形でやる形もいいで

すかね、その模擬議会としてやるということも含

めて、やるかやらないかということも含めて…… 

○鈴木副委員長 そう、来年は実行できない、模擬

議会をやるかどうかを検討して、終わっちゃうの

か、ちゃんとやるのか。 

○中里委員長 難しいんじゃないですかね。だって

…… 

○鈴木副委員長 じゃ、来年年間かけて、その次の

年度にね、もう一回、やるかどうかとか、どうい

う形でやっていくかということを検討していく。 

○中里委員長 はい。 

○相馬委員 来年度の、令和６年度の取組実行計画

を作成する段階で、ちょっと委員会でもう一回皆

さんの意見を聞いて、それで、やるかやらないか

ということを。ただここは、今年度はこういうこ
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とをやることになっていたので、改善点としてこ

の辺まとめていただいて、で、今後の方向性とし

てもこの辺ちょっとまとめていただいて…… 

○中里委員長 分かりました。 

○相馬委員 できればいいんじゃないかというんで

すけれども、いかがでしょうか。 

○中里委員長 はい。じゃ、ちょっと正副のほうで

表現法とかちょっとまとめてきますので。 

  じゃ、取組ナンバー７については、おしまいに

したいと思います。 

  あと、取組ナンバー８、議員のなり手不足につ

いてですね。こちらについては、ここはみんなば

らばらですね。サステイナブル21がＣ、シン・那

須塩原さんがＢ、公明クラブさんがＤ、志絆の会

さんと敬清会さんがＣということで、５会派のう

ち３会派がＣということなんですけれども、何に

しますか。 

○森本委員 何にしますかじゃなくて、どうなのか

という検証じゃないですか。 

○中里委員長 はい。 

○森本委員 何にしますかというんじゃなくて。 

○鈴木副委員長 言葉のまとめ。 

○森本委員 実際にどのぐらい達成しているのかと

いう部分を検証するのが本来です。 

○平山委員 Ｃにするか、Ｄにするか、Ｅにするか。 

○中里委員長 はい。なるべく…… 

○平山委員 何やったんだっけ、これ。 

○森本委員 何もやっていないです。 

○中里委員長 なり手不足の研究ということで、目

標としては実施で、やっていないということなん

ですけれども、これも全議員にアンケートを取っ

て、優先度は低くなって、意見聞きながら、優先

度が低いじゃ、今年度はやらないようにしましょ

うというふうな検討もやったということなので、

私たちは５割ほど、そういうことも含めて、５割

ぐらいは達成しているのかなというのが考え方な

んですけれども。 

○森本委員 議員アンケートが終わっているという。

だから、議員アンケートは着手する重要度を決め

るというだけなんで、着手にはならないというの

は、これはもう統一見解です。 

○中里委員長 じゃ、何がいいですか。 

○森本委員 まあ僕はＥですよ、完全に。だって、

やっていないですもん。 

○鈴木副委員長 Ｅにしちゃったほうがいいよ。 

○中里委員長 じゃ、Ｅにしましょうか。 

  Ｅでいいですか、じゃ。 

○星委員 はい。 

○平山委員 具体的なやつやっていないもんね。 

○鈴木副委員長 ここは単にＥという評価でね。 

○中里委員長 はい。段階評価はＥと。 

  次、チェック。事業効果の検証ということで、

①、サステイナブルさんと公明クラブさんと志絆

の会さん、敬清会さんは同じ意見ですね。①、取

組について理解を深めるため、全議員で優先度を

検討したよということですね。②、議会モニター

へ参加を呼びかけを実施しましたもんね、これは

ね。毎年行っていく実施呼びかけはしているので

…… 

〔「ちょっといいですか、質問していいで

すか」と言う人あり〕 

○中里委員長 はい。 

○森本委員 議員研修への参加呼びかけとなってい

るんですよ。議会モニターへの参加呼びかけじゃ

ないですよね。 

○星委員 研修会にモニターさんも参加してくださ

いねという。 

○森本委員 モニターに言ったんだ。 

○星委員 そう、そう、そう。言って…… 

○森本委員 じゃ、逆に、Ｅじゃないくないですか、
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そうしたら。ごめんなさい。 

○中里委員長 じゃ、Ｄでいいですか。 

○森本委員 Ｄでいいんじゃないですかね、ひょっ

としたら。逆に。逆に、それがそういうことであ

れば、いいと思います。 

○中里委員長 ちょっと理解できていない。 

○森本委員 そこは、うん、理解していなかったで

す。 

○中里委員長 でも、①、②のところで考えれば、

２つのうち、１つはできているんで、呼びかけは

したということなので、だからそこは５割程度達

成でＣというふうにしたんですね。 

○森本委員 それでもいいと思います。 

○中里委員長 じゃ、Ｃにしましょう。 

○森本委員 そうだったら。そういうことであれば。 

〔「Ｃでいいんだね」「Ｃだね」と言う人

あり〕 

○中里委員長 Ｃ。 

〔「あとは」「評価Ｃになっている」「ご

めんなさい」と言う人あり〕 

○中里委員長 段階評価Ｃ。 

  じゃ、事業効果の検証というところも、シン・

那須塩原さんは未実施ということなんですけれど

も、統一見解でよろしいですか。 

○森本委員 はい、いいです、大体。 

  ちょっとごめんなさい、いいですか。優先度を

決めたのはやめてほしいです、できたら。１番は。

１番は、アンケートが着手した実績になるのはよ

くないと思うんで、２番はそういうことでいいと

思うんですけれども、１番に関しては、これはア

ンケート取ったから実施になりましたという前例

はよくないと思います。 

○中里委員長 分かりました、はい。じゃ、参加の

呼びかけをしたというぐらいでします。 

  じゃ、課題。こちらも、シン・那須塩原さん以

外は、全議員に取組の内容が理解されていないこ

とが課題だよということで、共通理解であります。

シン・那須塩原さんは、議員のなり手不足の認識

が共有されていない、昨年度の議運では、定数の

削減について、このしばらく協議されていないこ

とから、議員のなり手の取組に本腰を入れて対応

していかなければいけないことが課題だよという

ことですね。まずは、全議員に取組の内容が理解

されていないということですよね、課題はね。じ

ゃ、こういう見解でよろしいですかね。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○中里委員長 じゃ、アクション。 

  サステイナブル21と公明クラブと志絆の会さん

と敬清会さんは大体同じ、取組の内容について全

議員で理解を深めることが必要。それに加えて、

公明クラブさんは、市民と議会の距離を縮めるた

めに、市民との交流の機会をつくる等検討しては

どうか。これ、具体的な手法ということですね、

これは。 

○星委員 手法ですね、はい。こういったことで。 

○中里委員長 志絆の会さんが…… 

○平山委員 理解を深める中でね。 

○中里委員長 深める。加えて、なり手の養成は議

会ではなくて、議員個人で後継者を養成するか、

発掘していく方向で改善を目指す。新しい意見で

すね。 

○鈴木副委員長 ちょっと皆さんと違いますよね。 

○中里委員長 これも具体的な一つの意見というこ

とで考えれば、①、②の取組の内容について、全

議員で理解を深めることが今必要だということで

いいですかね。 

〔「はい。本来はそういうね」と言う人あ

り〕 

○中里委員長 はい。 

○森本委員 必要だから何かするというふうにしな
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いと、アクションにならないじゃないですか。ア

クションですよ。 

○中里委員長 だから、取組の内容については、ま

ずは全議員で理解を深める。 

○森本委員 深める。なるほど。そうか。必要だか

ら深めるということだね。 

○中里委員長 今後の方向性に移ります。 

  サステイナブル21と志絆の会さんと敬清会さん

は同じですね、まず方向性として、共通理解を深

めること、これが方向性として示されております。

公明クラブさんは、それに加えて議員研修で、議

員研修に市民の参加も呼びかけて、知識を深めて

もらう。これは…… 

○星委員 これはモニターさんには呼びかけている

んですけれども、全市民に対しては呼びかけては

いないので、そういった方にも興味のある人はど

うぞというふうに募集をかけたらどうかという意

味です。 

○中里委員長 分かりました。具体的な手法という

形ですね。 

  シン・那須塩原さんが議員のなり手不足解消に

向け、どのような手法が取れるか議論を進める。

今後も議会へのなり手不足も視野に入れた議会議

員の魅力向上に努める対応が求められる。具体的

なところだと思うんですけれども、まずはなり手

不足のこととか、そういうことについて、全議員

で共通理解を深めることから始めていくのがいい

のかなとは思うんで、シン・那須塩原さんと公明

党さんのところは括弧書きで書かせてもらう感じ

でいいですか。 

○森本委員 はい。 

○星委員 はい。 

○平山委員 こういう手法があるというね。例とし

てね。 

○星委員 そうですね、その手法例で。 

○中里委員長 じゃ、ナンバー８については、以上

です。 

  ナンバー９。議会選出監査委員の在り方の検討

ということですね。 

  これは、サステイナブル21と志絆の会と敬清会

さんは一部着手したということで、サステイナブ

ルさんと志絆の会さんはＣと。シン・那須塩原さ

んと公明党さんはＥ、敬清会さんはＤということ

であります。 

  何にしますか。 

○森本委員 何かやりましたか。 

○中里委員長 Ｃ、Ｄ、Ｅ、間を取って、Ｄにしま

すか。 

○森本委員 いや、というか、何かありましたか。

何かやりましたか。 

○中里委員長 基本的に、この辺も、全議員にアン

ケートを取って、まずその議会選出の監査委員こ

とのこと自体がまだ理解されていないということ

が多いんで、そこから始めていく必要があるのか

なと。それに関しては、アンケートを実施して、

そこの実績が分かったので、一部着手したという

ふうに認識して。 

○森本委員 優先順位を決めるアンケートですよ。 

○中里委員長 理解がされているかされていないか

を見直すアンケートですよ。その中で、じゃ理解

されているものに関してはやりやすいので、まず

最初に取り組みましょうということでやったアン

ケート。まずは、その全部の取組が全議員に。 

○森本委員 委員長の感覚で、アンケートは取った

けれども、優先順位検討したけれどもＥというの

と、アンケート取ったから着手したというものの

その違いって何ですか。 

○中里委員長 いや、取組そのもの自体は着手はし

ていないけれども、それに関しては、一度全議員

にどういうものか意見を聞いているので。 
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○森本委員 じゃ、それは全部着手、アンケートと

したものは全部。 

○中里委員長 で、よろしいです。 

○森本委員 そうしたら、市民アンケートのさっき

のやつも全部Ｅが１個もなくなりますよね、それ

だと。アンケート、取組実行計画の着手するその

優先順位を決めるためのアンケートを取ったとい

うだけで着手になるんだったら、全部がＥじゃな

くなりますよね。 

○中里委員長 はい。 

○森本委員 でも、Ｅありますよね、今、この後、

前にも。 

○鈴木副委員長 うちの、志絆もＥにしといて。 

○中里委員長 じゃ、Ｅでいいですか。 

○森本委員 前のDOをやっていないんですよね。 

○中里委員長 じゃ、何がいいですか。Ｅでいいで

すか。 

○相馬委員 先進自治体の調査って、やっているん

だっけ。 

○森本委員 これはやっていない。 

○星委員 やっていない。 

○森本委員 前年度はやっている。 

○長岡議事調査係長 去年やったんですね。 

○森本委員 去年はやった、去年度はやった。前年

度は、今年度はやっていないよ。 

○中里委員長 じゃ、Ｅでいいですか。 

○森本委員 Ｅでいいと思います。 

○中里委員長 サステイナブルさん、それから志絆

の会さん、敬清会さん、これＥでいいですか。 

〔「はい、いいです」「はい」と言う人あ

り〕 

○中里委員長 じゃ、段階評価はＥということにし

ます。 

  じゃ、進めます。 

  事業効果の検証ですね。 

  シン・那須塩原さん以外は、①、②ともに理解

を深めるために全議員で優先度を検討した。これ

は事実なんで、そのとおりかなとは思うんですけ

れども。 

○鈴木副委員長 事業効果、未実施かな。 

○中里委員長 やっていないから、じゃ未実施でい

いですか。はい。じゃ、シン・那須塩原さんの御

意見に合わせて、未実施という形でいいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○中里委員長 じゃ、課題・問題点ですね。 

  サステイナブルさん、それから公明党さん、敬

清会さんは同じ、①、②ともに全議員に取組の目

的が理解されていないよ、これが課題じゃないか

ということであります。シン・那須塩原、は研修

と話合いが必要。研修と話合いがされていないよ

ということですね。いわゆる取組の目的が理解さ

れていないという趣旨で。 

○鈴木副委員長 要は、事業をやっていないという

ことだよね。 

○中里委員長 そうですね。 

  志絆の会さんが議員選出監査委員の有効性につ

いて、理解が深まっていないと。 

○○中里委員長 これを研修と話合いで深めたいけ

どやっていない。 

○中里委員長 はい。 

  やっていないことが問題なのか、取組のやる以

前に、取組の目的が理解されていないというとこ

ろがまずはあるように思うので、これは目的が理

解されていないという統一見解でいいんですか。

駄目。 

○鈴木副委員長 やっていないから…… 

○中里委員長 目的が理解されて初めて研修とかが

できるのかなと思うんですけれども。 

○森本委員 いいんじゃないですか。 

○中里委員長 基本的に…… 
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○相馬委員 研究をやるというだけだったんだよね。 

○森本委員 課題はそうでしょうね。理解されてい

ないからやらないんだろうなという。 

○中里委員長 じゃ、①、②、全議員に取組の目的

が理解されていないという統一でいいですかね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○中里委員長 じゃ、アクションですね、改善のほ

う。 

  まずは、サステイナブルさんと公明党さんと志

絆の会さん、敬清会さんが一緒で、取組について、

全議員に理解を深めることが必要だよ、これが、

深めることが改善点、まずは改善として必要じゃ

ないかという見解であります。シン・那須塩原さ

んは、議員研修を行い、議員間の理解を深めた上

で、話合いが必要であるということですね。議運

だけでやるやらないを諮ることで流れが滞ってい

ることから、振り分け……。振り分けを検討する。 

○森本委員 振り分け、ごめんなさい、ここ、分か

りにくいですよね。振り分けというのは、例えば

活性化特別委員会に振ったりとか…… 

○中里委員長 諮問をする。 

○森本委員 うん、そう、そう。それをそういう広

聴広報に振るとか、そういう、議運だけでやらな

くても、ほかに振ってもいいんじゃないですかと

いうことです。 

○中里委員長 そうですね。まずは、でも全議員に 

ということでいいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○中里委員長 じゃ、今後の方向性。 

  ①、②、全議員で共通理解を深めることからま

ずは始めたほうがいいんじゃないかというのがサ

ステイナブルさんと公明党さんと敬清会さん。そ

れに加えて公明党さんは、議員研修等で議選監査

委員の有効活用について検討する。これ、具体的

なことですね。 

○星委員 そうです。 

○中里委員長 じゃ、同じ見解でよろしいですかね。 

○星委員 はい。 

○中里委員長 じゃ、シン・那須塩原さん、議員研

修を行い、議員間の理解を深める話合いをしよう

よということです。検討や研究することは可能だ

と考えることから、議会活性化特別委員会に振り

分けることも必要、発信を兼ねたやり方もあるん

じゃないかということですね。志絆の会さんが議

員選出監査委員の有効性について理解が深まって

いない。議員全員で共通理解を深める、同じです

ね。 

  どうですか。具体的な手法というよりかは、ま

ずはこのことについて全議員で共通理解を深める

ようなことがまずは方向性としては必要なのかな

と思うので、そういう形で共通認識にさせてもら

っていいですか。 

〔「はい、結構です」と言う人あり〕 

○中里委員長 では、続きまして、やっとナンバー

10。 

  効果については、全てＡということで、省略し

ます。ここに関しては、シン・那須塩原さんも事

業効果の検証ということで、シン・那須塩原さん

書いてあります。 

  宇都宮共和大学の留学生と外国人としての暮ら

しやすさ、行政に求めることなどについて意見の

聴取を行ったことで、多文化共生社会の在り方に

ヒントを得ることができた。宇都宮共和大学の学

生、そして教授と那須塩原駅東口商店会の活性化

をテーマに、現地でフィールドワークと意見交換

会を行い、学術的見地、そして若者の目線から地

域活性化について意見を聴取することができたよ

というところであります。 

○星委員 すみません。一応、ここ書いてあるんで

すけれども、答えないということで、この間の議
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運のときには、私たちの会派では取り組んでいな

いので、答えないでここはいいですよねというこ

とで回答なので、ちょっと無回答で、すみません、

ちょっと書いてあるんですけれども。 

○中里委員長 うん、大丈夫ですよ。 

○星委員 無回答でお願いします。 

○中里委員長 はい。 

  課題・問題。事業の効果の検証ということで、

これをこういう形でいいですか。シン・那須塩原

さん…… 

○鈴木副委員長 別にこのままでいいんじゃない、

そっくりで。 

○中里委員長 そっくりというのは、これでいいと

いうこと。 

○鈴木副委員長 まとめるんだったら、事業効果。 

○中里委員長 これ、どうなんでしょうね。そもそ

も、その会派での実施だから。難しいところなん

ですよね。 

○森本委員 難しいですね、議員活動だから会派で

の実施はね。 

○鈴木副委員長 だから、シン・那須塩原だけの意

見としてここだけ残るんだけれども。 

○中里委員長 そうですね、じゃそういう形で。シ

ン・那須塩原さん…… 

○鈴木副委員長 の意見。 

○中里委員長 意見という形でいいと思います。 

  じゃ、課題についてですが、今後さらに調査研

究を進め、これらからの意見をどのように本市の

政策に生かしていくか検討が必要である。これも

シン・那須塩原さんの意見ということで載せる形

にしましょう。 

○鈴木副委員長 そう、特出した形で。 

○中里委員長 分かりました。 

  次、じゃアクションですね。改善点ですね。 

  シン・那須塩原さん以外ですね。パートナーシ

ップ協定に基づき、会派で実施したものだが、本

来は議会全体の取組が対象であると。この辺が改

善しなければならないところなのかなということ

ですね。シン・那須塩原さん、１つの会派だけで

はなく、他の会派や研究チーム、政策研究会が積

極的に大学側にアプローチをして、外部の知見を

活用していく必要がある、この辺が改善点ではな

いかということですね。まあ同じような意見です

よね。 

○森本委員 はい。このとおりでお願いします。 

○中里委員長 じゃ、これは統一見解で、パートナ

ーシップ協定に基づき会派で実施したものだが、

本来は議会全体の取組が対象なんだということ、

ここら辺がちょっと改善必要だよねという見解で

よろしいですかね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○中里委員長 じゃ、今後の取組ですね。 

  サステイナブルさんと公明クラブさんと敬清会

さんは同じですね。議会全体の取組としてテーマ

がある場合に、改めて取組実行計画に載せましょ

う。次、シン・那須塩原さん。会派で得た知見を

議会内で共有し、議会活動として調査研究を進め

る。志絆の会さんですね。大学とのパートナーシ

ップ連携推進については、そのテーマが政策提言

につながるものかどうかを検討した上で、議会全

体として行うものについてのみ取組実行計画に載

せればいいのではないか。同じ   ですね。 

  大体シン・那須塩原さん以外は、テーマがある

場合に改めて取組実行計画に載せる形のほうがい

いんじゃないかということなんですけれども、シ

ン・那須塩原さんは、会派の活動でしたものを議

会全体として調査研究で進めたほうがいいんじゃ

ないかということなんですけれども、これに関し

ては、意見をどうですかとお尋ねして、そうする

かしないかまずは意見を求める必要があるので。 



－36－ 

○森本委員 政策研究会のほう、上げていくかどう

かという。 

○中里委員長 そうですね。 

○森本委員 はい。全体会にしていくかどうかとい

うのは、今後の議論の中なので、これ今はまだこ

の調査、いわゆる会派でやっている議員活動なん

で、これがここでこう取り上げられるのもどうか

なとは思うんですけれども、前回の議運の中で、

その議員活動の中のものであっても、議会で議会

の議員がやっているものだから取り入れましょう

というような話があったんで、とりあえずは書き

ましたけれども。 

○平山委員 せっかく政策研究会をつくったんだか

ら…… 

○森本委員 ある意味、だからさっきおっしゃった

ように、もうこの仕組みはあるんですよ。仕組み

があって、ある意味自走していて、だから 

外しちゃうというのも考え方の一つじゃないですか。 

○中里委員長 はい。 

○森本委員 取組実行計画に入れなくても実際にで

きる…… 

○中里委員長 テーマがある場合に改めて…… 

○森本委員 あるテーマそれぞれやればいいだけで

あって、ただこの実行計画に載せるというよりは、

皆さんとのテーマが同じことをやっていこうとい

うふうになったときには、政策研究会のほうで検

討会議をつくって…… 

○中里委員長 議会としてね。 

○森本委員 政策会と会議を全体会議でうちらが提

言して、皆さんやりますよとなったときに、じゃ

みんなで話し合いましょうというふうになればい

いだけの話なんで。 

○中里委員長 じゃ、とりあえず今後の方向性とし

ては、取組実行計画から外すという形でよろしい

ですか。 

〔「はい」「いいです」と言う人あり〕 

○中里委員長 じゃ、最後ですね、やっと。 

  予算・決算委員会の検討することで、シン・那

須塩原さんと公明さんが未実施であるよというこ

とですね。あとのほかの会派さんは、アンケート

を取ったので一部実施したというふうに思うんじ

ゃないというふうなんですけれども、これ未実施

でいいですか。 

○鈴木副委員長 未実施で。 

○中里委員長 じゃ、全て未実施ということで、Ｅ

という形にさせていただきたいと思います。 

  事業効果の検証ですね。チェックの方ですね。

シン・那須塩原さん以外は①、②の取組について

理解を深めるため、全議員で優先度を検討したと

いうふうに書いてあるんですけれども、未実施だ

から未実施でいいですかね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○中里委員長 じゃ、課題・問題点ですね。 

  シン・那須塩原さん以外は、①、②ともに全議

員に取組の内容が理解されていないことが課題じ

ゃないかということで統一です。シン・那須塩原

さんは、まずは先例事例などの情報を集める必要

がある。情報を集める手法を検討し、早急に取り

組む必要がある。これが課題。まずは、理解して

もらって…… 

○森本委員 その後。 

○中里委員長 という感じですかね。 

○森本委員 うん。 

○中里委員長 じゃ、まずは、ここはじゃ統一で、

①、②、全議員に取組の内容が理解されていない

ということの統一でさせていただきます。 

  じゃ、最後、アクション、改善点ですが、シ

ン・那須塩原さん以外は、①、②の取組の内容に

ついて、まずは全議員で理解を深めることが改善

点としてあるんじゃないかという意見です。シ
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ン・那須塩原さんは、①、予算・決算委員会を設

置している先進地への視察を行うことが改善点か

なということですね。あと、予算・決算審査委員

会の研究及び設置検討を行う。これはやることが

前提になっちゃっているのかもしれないですけれ

ども、まずは取組の内容が理解されていないとい

うことなので、取組の内容、理解を深めることを

まず改善点として挙げておいたほうがいいのかな

と思うんですけれども、どうですか。 

〔「いいですか」と言う人あり〕 

○中里委員長 森本委員。 

○森本委員 アクションなので、取組内容について、

全議員で理解を深めるには何をするかという。だ

ってそれが理解されていないというのが課題なん

ですよね。で、それを解消するために何をしたら

いいですかといったら、その課題の解消が改善で

すと言っちゃうと、ちょっと内容的にどうですか、

聞いてみて。課題の解消をするために何をするか

がアクションですよね。これ、課題で今出ている

のって、課題に書いてあることをそのままアクシ

ョンに書いているだけなんで、じゃ具体的に何を

するんですかということが何一つなくなっちゃう

かな。それで、具体的にやることを書いたんです

けれども。課題があります、取組内容が理解され

ていません、で、アクションが理解されていない

ことを理解を深めることが必要ですというと、じ

ゃ何するのとなりませんか。 

○中里委員長 というふうに、今、森本委員が話し

ているんですけれども、皆さんどうですか。 

○平山委員 だって、理解を深めることをさ、まず

やって、それでやったほうがいいんじゃない、や

るんならね。 

○森本委員 そう、だから何をしたら理解が深まる

んですか。 

○平山委員 理解を深めることを、そのメリットと

かデメリットとか何か先進地視察。 

○森本委員 そう、そう、うん。 

○鈴木副委員長 例えば研修をやろうと書いてあっ

たときに、じゃそれをやりましょうということな

んだけれども…… 

〔「そう、そう」と言う人あり〕 

○鈴木副委員長 その次年度になって、じゃ委員長、

副委員長、皆さんに諮って、視察に行ったり、講

師を呼んだりしていたので、これは深めるという

ことにして、来年度具体的なアクションは、研修

するとか計画する。 

○森本委員 じゃ、アクションは書かないという感

じですか。 

○鈴木副委員長 うん、だからそこは、森本委員が

言うのがよく分からない。だけれども、ここはそ

れぐらいで、研修をするといったら研修するのが

来年度に予算の中でやるというのはどうでしょう

かという意見。 

○森本委員 何をするかは書かないでおいて、課題

を解消するということをアクションにするという

ね。 

○鈴木副委員長 深めることをアクションとする。 

○中里委員長 予算・決算審査会を設置するという

のを前提にしちゃうと、ちょっと怖いかなと思う

んですよね。それが…… 

○森本委員 いや、前提にしない。これ既にスター

トして、検討するといっているんだから、行って、

うちには合わないなとやめるもあるわけですよ、

視察に見るにしても。で、研究及び設置検討を行

うといったって、設置検討、検討を行うんだから、

検討の結果、やらないもあるわけですから、これ、

全然やることが前提じゃない、うちの意見は。 

○中里委員長 そうですか。 

○平山委員 視察に行けば予算がかかっちゃうしで

きるだけいい方法もあるんじゃない。 



－38－ 

○森本委員 じゃ、全然これじゃなくてもいいと思

うんですよ。 

例えば、研修を行いますというんでやってもいいし。 

○平山委員 そういうことでしょう。だから、それ

を決めちゃうと…… 

○森本委員 アクションだから、何をするかと書か

ないと、アクションにはならないなと思った。 

○平山委員 で、具体的に書いちゃうと、それしか

やらなくちゃなっちゃうでしょう。 

○森本委員 それって、じゃみんなつくる意味。 

○鈴木副委員長 いや、方向性だからいいんだけれ

どもね、予定だからね。 

○平山委員 まあ予定だもんね。とりあえず、それ

はアクションでやるということでしょう。 

○鈴木副委員長 じゃ、具体的に書くか書かないか

の話しているんだけれども、今。吟味しなきゃい

けない。 

○星委員 研修は行う。 

○相馬委員 来年度、これをこのとおりやるのかど

うかという①、②について、アウトプットする予

定だったのができていない。なんで、一体この予

算・決算これ審査委員会となっていますけれども、

予算・決算常任委員会、こちらは予算は常任委員

会、決算は特別委員会でやっている。その予算と

決算を常任委員会として、決算が特別委員会で年

に１回ではなくて、いつでも決算審査ができるよ

うな常任委員会に…… 

○森本委員 それが始まり。 

○相馬委員 したほうが、いわゆる議会の審査能力

ってよく言うんですけれども、議会の機能強化と

いう部分に発展していくんですけれども、これ目

的としてはね。その予算・決算を常任委員会化し

たほうが議会機能強化につながるんではないでし

ょうかということで、こういうことをやっている

ところがあるので、まずその設置している先進地

への視察をとかというのが目標として、目標とい

うか、アウトプットとして出してあったというこ

とになるので、で、このまま、今年度はもう無理

なんで、令和５年度は。で、実際、Ｅという判定

になっているんで、こういったことについて、ま

ず例えば資料を集めるとか、研究をしてみるとか

ということを改善点としてやっていけるかどうか

ということになるんだと思います。 

○中里委員長 はい。じゃ、そういう形でいいです

かね。改善点として、研究を行う。 

○平山委員 審査委員会とは違うということね。 

○相馬委員 審査委員会ってこれ書いてあるけれど

も、恐らくこれ当時、那須塩原クラブから、今後

の取組で何かありませんかねというふうにたしか

諮って、で、そのときに予算と決算を両方とも常

任委員会にしたほうがさらに審査能力というのは、

審査機能か、議会の審査機能という部分があるん

ですけれども、それが高まるんじゃないのという

ことで、片方は常任委員会にしています、片方は

特別委員会にしていますというものを両方常任委

員会に、だからこれただ委員会となっているから

ですけれども、常任委員会にという、要は、格が

上か下かは分からないですけれども、常任委員会

に…… 

○平山委員 そういう意味でこの審査委員会の検討

をする。 

○森本委員 理解を深めるために、じゃ説明会を開

くとか。それだったら分かるんですよ、アクショ

ンが。 

○平山委員 これは外すべきじゃないんですか。 

〔「問題は。いいですか」と言う人あり〕 

○中里委員長 はい。 

○相馬委員 特別委員会設置するときに、前に常任

委員会と特別委員会の云々かんぬんとやったとき

に、議会活性化特別委員会で実は１回やったんで
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すよ。議会活性化特別委員会のほうでね。だから

場合によっては、活性化特別委員会に諮問して、

できるかどうか。できるんであれば、どのような

方向がいいのかというふうにやっていったほうが

いいんではないかなと。とりあえず、今年度は全

議員でこういうことに対して理解が深まればとい

うことで、こういう項目を挙げてあったので、こ

れをこの項目としてそのまま来年度も引き継いで

いくのか、今年度は何もしませんでした、だけれ

ども、今後も研究していきましょうということで、

議運でこのまま検討していくのか、もう活性化に、

１回活性化委員会のテーマとして研究していただ

くのか。そこら辺ということになるんだろうと思

うんで、まずはその今後の方向性については、内

容の共通理解を深めるということになっています

けれども、この共通理解を深めるために、何かど

うするかぐらいまでは入れといたほうがいいんじ

ゃないかなというふうには思う。 

○中里委員長 分かりました。 

  これ、ハードルが結構高いのかなと思っていま

す。相馬委員のおっしゃるのは分かるんですけれ

ども、そこの意見ですよ。そこの意見ですけれど

も、定例会議が年４回行われて、そのたびにいわ

ゆる決算時期になってくると、多分執行部は仕事

ができなくなっちゃうだろうなというふうなのが

ちょっとイメージできるんですよね。 

〔「そういうことじゃないよ」「いいです

か」と言う人あり〕 

○相馬委員 これをやっているところがあるので、

まずそこを研究したほうがいいんだろう。最初か

らもう研究していないのに、難しいですよという

判断はちょっと、実際にやっているところはもう

常任委員会としてやっているところが結構あると

ころでもあるので、その辺は…… 

〔「慎重にやりましょうよ」と言う人あ

り〕 

○相馬委員 何もしていないのに、難しいという判

断をする。で、…… 

○中里委員長 一応、ちょっと正副のほうで…… 

○相馬委員 うん、ちょっと１回調べてもらって。 

○中里委員長 ちょっと正副で検討するということ

で。 

○相馬委員 年に４回、必ず常任委員会だから、年

に４回必ず決算審査をしなくちゃならないという

…… 

○森本委員 ことではない。 

○相馬委員 ことではなくて、北海道の何町だっけ

ななんかは、いわゆる中間検査やっていますよと

いうのと、中間決算かをやっていますよというの

と、あと、毎月の決算の報告をさっきのこの前の

その議選監査委員の云々かんぬんというのとこれ

実はほぼセットで、議選監査委員の報告をきちん

と報告をしているところがあるのが多いので、た

だそれをするのには、議選出監査委員の守秘義務

というのがどこからどこまであるのかというのが

分からないと、どこまで報告していいか分からな

い。それは中村さんに散々私今まで教わったんで

すが、そこでこのさっき言った議選監査委員の何

かあったと思うんですけれども、これ実はセット

で、監査情報の解除の調査及び議選監査委員につ

いても研究と書いてあるのは、その守秘義務があ

って、どこまで報告していいのかどうか。ただし、

次年度予算とか次の補正予算とかとやるのに、あ

る程度決算、前年度の決算の部分が分からないと

予算審査につながらないだろうというのがこの予

算・決算常任委員会というふうにしているシステ

ムではあるので、この辺をセットにしてそこまで

行くのがいわゆる議会の審査機能の強化ですよと

いうことで研修はしてきたはずなので、その辺も

含めて…… 
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○中里委員長 分かりました。 

○相馬委員 研究を進めたほうがということで入れ

てあったということだと思います。 

○中里委員長 じゃ、ちょっと正副…… 

○平山委員 簡単に活性化にぶん投げようんじゃな

くて、こう議運でしっかりとやってくださいよ。 

○中里委員長 一度、その前に鈴木副委員長と取組

実行計画に次年度のほうに載せるか載せないかを

ちょっと一度私と副議運長で検討させてもらって

いいですか、じゃ。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○中里委員長 じゃ、そのような形で。ありがとう

ございます。 

  まず最初、１の令和５年度事務事業評価につい

ては、これで閉じたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

  では、続きまして、協議事項の２、令和６年度

の取組実行計画ということでございます。 

  すみません、ここに載せてある資料は確実に決

まったものではなくて、今、話合いの中で削除す

るものが多分増えたりもしたので、修正はちょっ

としたものを皆さんにお配りします。まずは、令

和６年度取組実行計画のポイントを参照してくだ

さい。 

  取組ナンバーの今まではちょっと結構ガチャガ

チャしちゃっていたんですけれども、取組ナンバ

ーを見やすさをもっと見やすいものにする観点か

ら、条例の条の順番に合わせて並べ替えをしまし

たということが１点。 

  それから、事務事業評価の中で、終了した２件

のほかに幾つか削除するものができましたので、

それを削除するような形で、改めてお示ししたい

というふうに思います。 

  新たに、取組ナンバー６の委員会審査の在り方

の検討と、ナンバー10の新庁舎に向けた新たな議

会運営の検討を追加させていただきました。 

  まず、ナンバー６のほうについてちょっと説明

したいというふうに思います。 

  ナンバー６については、これから議会活性化に

おいて、委員会の議会中継を検討した結果を基に、

委員会審査の在り方について検討を行うことを、

前回の議運で確認してあります。そういった確認

をしたことから、来年度の取組として追加をさせ

ていただきましたということです。 

  次に、ナンバー10、来週の議運の行政視察で草

加市議会を視察するわけなんですけれども、草加

市は昨年の新庁舎の開庁と合わせて、傍聴規則の

改正等を行っております。本市議会においても、

令和９年度の開庁に向けて、議会運営を検討する

必要があると考えるため、まず傍聴規則の研究を

行いたいというふうに考え、ちょっと追加をした

いなというふうに思っております。 

  それ以外のものについては、昨年度議決いただ

いた内容を継続しているものです。 

  皆さんから何か御意見ございますか。 

  ナンバー10については、庁舎検討特別委員会と

歩調を合わせながらやっていく必要があるのかな

というふうに思います。あくまで設備じゃなくて

こちらは議会運営なんで、規則であったりとか、

新しい新庁舎に合わせた規則の改正を行ったりと

か、そういうことが運営上必要になってくるのか

な、そういうところも研究を行っていく必要があ

るのかなというところです。 

〔「ちょっと質問よろしいですか」と言う

人あり〕 

○中里委員長 はい、森本委員、どうぞ。 

○森本委員 議会運営の在り方の研究ということは、

結構いろんな多岐にわたるんですか。それとも、

傍聴規則だけ。それ。 

○中里委員長 例えば傍聴規則。 
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○森本委員 例えば傍聴規則という。 

○中里委員長 はい。 

○森本委員 じゃ、ということは、もっといろんな

多岐にわたって…… 

○中里委員長 と思います。 

○森本委員 いろんなことを研究するということで

すか。 

○中里委員長 はい。ということだと。 

  じゃ、係長、どうぞ。 

○長岡議事調査係長 これ、あくまでちょっと先ほ

どの令和５年度の結論を待たないでちょっとつく

っているというところで、最終的な修正したもの

はまた再度載っけさせていただいて、御検討いた

だきたいと思うんですが、一応、とりあえずざっ

くりと今見て、取組ナンバー１から見ていただき

まして、取組ナンバーの３、議員研修、こちらは

もう既に自走しているということなので、こちら

は削除という先ほどの結論をいただいたところで、

議員研修の実施についてはもう自走しているから、

取組実行計画からは外すよねということで、取組

ナンバー３のほうは削除。 

  先ほど、議運長がおっしゃっていただきました

取組ナンバー４、こちらが情報審査をまた再度委

員会室に戻そうか、それに当たっては、活性化で

今検討をこれからする委員会室の中継というんで

しょうかね、こちらの結果を待って、さらに議運

のほうでは委員会審査をどこでやろうかといった

議論をまた来年度行うということで決定しており

ます。 

  次のページ、ちょっと御覧いただければと思い

ます。 

  ナンバー６番、参考人公聴会、こちらについて

は、先ほど、もう制度としてあるので、削除しま

すよということで、取組ナンバー６については、

削除になります。 

  そして、７番、一番下の８番ですね。議会の開

催ということだったんですが、先ほどの６番の中

では、模擬議会も含めて、住民参加の研究という

ことに広く取っていくということなんで、ここら

辺のちょっと表現を修正させていただきます。 

  次のページを御覧いただければと思います。 

  ９、10、11については、今まで、昨年度からの

継続となります。 

  そして、最後の12番で形で記載が、こちらが先

ほど委員長がおっしゃっていただきました新庁舎

の開庁に合わせまして、議会運営の在り方、まず

は傍聴規則についての研究ですけれども、それ以

外の新庁舎の運営方法、そういったものを勉強し

ていこうということで、こちらに設定をさせてい

ただくものです。 

  最終的には、ちょっと修正したものをもう一度

上げさせていただければと思っております。 

  以上です。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  というわけで、最終的に修正したものを、皆様

におきましてそれを一度会派にお持ち帰りいただ

いて、次回の議会運営委員会で次年度の取組実行

計画については決定をしたいというふうに思いま

す。よろしくお願いいたします。 

  続きまして、２は閉じまして、３のその他に移

ります。 

  議会モニターの会議におけるモニター意見の回

答についてということで、皆さんに今ちょっと資

料のほうをお配りさせていただきました。よろし

いですかね。 

  広聴広報委員会におきまして、２月に議会モニ

ター会議が行われる予定です。その中で、モニタ

ーから意見が提出されていることから、議運とし

て回答が求められております。別紙のとおり、回

答案を作成しました。このようなことでよろしい
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でしょうか。 

  モニターからの意見としては、市民の市議会へ

の関心の調査、調査項目内容の検討、調査方法、

集計方法、市民への結果報告、結果を踏まえての

方策等のチームを編成して実施してみたらどうか

というモニターさんからの御意見がありました。

その意見に対して、議会運営委員会の回答として

は、市民アンケートなどを通じて、これまでも定

期的に調査を実施しておりますが、市議会への関

心を引きつけるためにどのような取組が有効なの

か、先例事例の研究など議会運営委員会で引き続

き検討していきたいと思いますという回答にさせ

ていただきました。よろしいですか。いいですか。 

○長岡議事調査係長 委員長、一番最後のページに。 

○中里委員長 もう一つでしたっけ。 

○長岡議事調査係長 はい。 

○中里委員長 最後のページですね。 

  モニターさんからの御意見として、傍聴席につ

いて、階段を利用するしか入場ができず、受付で

受け取った傍聴人の注意事項録には、つえ類の携

帯はしないでくださいとあります。車椅子、足の

不自由な傍聴者を排除する規定であり、早急に見

直すべきである。国会で車椅子議員の誕生で改善

されたが、車椅子、つえを排除する議会はおかし

いという御意見がございました。 

  その御意見に対しまして、議会運営委員会から

は、貴重な御意見ありがとうございます。車椅子

利用の方には、傍聴席に入ってすぐのスペースで

傍聴可能であります。つえ類については、必要に

応じて改善を行いますということで、回答させて

いただきたいと思いますが、よろしいですか。 

〔「１個だけいいですか」と言う人あり〕 

○森本委員 つえ類については、必要に応じて改善

を行いますと書くためにこれ、もうつえはオーケ

ーになるというふうに受けた人は思っているんで

すけれども、いいんですか。 

○中里委員長 係長。 

○長岡議事調査係長 実はちょっと私どものほうも、

傍聴規則、ちょっと確認してみました。このつえ、

傘、つえの類を携帯しないことというのが、合併

当時、平成17年の那須塩原市議会の傍聴規則の中

には記載がございました。当時は、傘、つえの類

いを携帯します。平成19年の３月10日に、傍聴規

則の改定がございました。その中では、実はこの

傘、つえの類いを携帯しないことという文言が削

除されておる状況。ですので、今後はちょっと恐

らくですが、その合併当時あったものをそのまま

転写して、お配りしていた、だから直っていなか

ったんではないかなということなんで、傍聴席に

入るところのあのでかでかと書いてある、あれも

ちょっと修正させていただきたいと思っておりま

すので、     。 

○中里委員長 という話です。よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  では、協議事項を閉じたいと思います。 

  では、大きなその他に移ります。 

  次回の開催日時ですけれども、２月16日金曜日、

午前10時から303会議室で予定をしたいと思いま

すので、皆さんよろしくお願いいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○中里委員長 それでは、長らくありがとうござい

ました。２時間半で何とか終わらすことができま

した。これにて議会運営委員会を閉会したいと思

います。大変お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 零時３２分 
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